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２【換金（解約）手続等】 

 

委託会社の各営業日の午後３時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事

務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、

翌営業日の取扱いとなります。 

なお、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限があります。 

 

＜一部解約＞ 

受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を１口単位として販売会社が定める単位をも

って、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。ただし、販売会社は、次のイ．ロ．に

掲げる日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。 

イ．ニューヨーク証券取引所、およびニューヨークの銀行の休業日  

ロ．一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日  

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし

ます。 

解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 

解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。 

解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。 

また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。 
 

・お問合わせ先（委託会社：auアセットマネジメント株式会社） 

 ホームページアドレス https://www.kddi-am.com/ 

電話 03-5657-7185（受付時間：営業日の午前９時～午後５時） 
 

 

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情

（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災

害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少なら

びに資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合には、一部解約請求の受付けを中止することがで

きるほか、すでに受け付けた一部解約請求を取消すことができるものとします。 

一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約

の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない

場合には、当該振替受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算

日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。 

一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算し

て５営業日目から受益者に支払います。 

受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する

預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後

は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者

の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権

の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい

て当該口数の減少の記載または記録が行われます。 
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３【資産管理等の概要】 

 

（１）【資産の評価】 

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した１万口当たりの価額を

いいます。 

純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって

時価（※）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 

  （※）主要な投資対象資産の評価方法の概要 

・投資信託証券   ：組入投資信託証券は、原則として、計算日の前営業日の基準価額で

評価します。ただし、外国の金融商品取引所上場の投資信託証券につ

いては、原則として、金融商品取引所における計算時に知り得る直近

の日の最終相場で評価します。 

・外貨建資産の円換算：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に

よって計算します。  

 

基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会

社のホームページでご覧になることもできます。 
 

・お問合わせ先（委託会社：auアセットマネジメント株式会社） 

 ホームページアドレス https://www.kddi-am.com/  

電話 03-5657-7185（受付時間：営業日の午前９時～午後５時） 

 

（２）【保管】 

該当事項はありません。 

 

（３）【信託期間】 

無期限とします。ただし、後記、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 

 

（４）【計算期間】 

毎年12月11日から翌年12月10日までとします。 

上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が

休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始さ

れるものとします。 

 

（５）【その他】 

① 信託の終了 

１．委託会社は、信託期間中において、信託財産の純資産総額が10億口を下ることとなった場合も

しくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得な

い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させるこ

とができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に

届け出ます。 

２．委託会社は、主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、この信託契

約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようと

する旨を監督官庁に届け出ます。  

３．委託会社は、前記１．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を

行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事

項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を

もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
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４．前記３．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの

受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本４．にお

いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、

この信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は

書面決議について賛成するものとみなします。 

５．前記３．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる

多数をもって行います。 

６．前記３．から前記５．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお

いて、当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の

意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情

が生じている場合であって、前記３．から前記５．までの手続きを行うことが困難な場合も同じ

とします。 

７．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託

契約を解約し信託を終了させます。 

８．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関す

る委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、後記②の書面決議で否

決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 

９．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に

関する事業を譲渡することがあります。 

１０．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新

受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。 
 

② 信託約款の変更等 

１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、

受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投

資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をい

います。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする

旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の１．から７．までに定める以

外の方法によって変更することができないものとします。 

２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当

する場合に限り、前記１．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微

なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、

書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の

変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に

かかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま

す。 

３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの

受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本３．にお

いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、

この信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は

書面決議について賛成するものとみなします。 

４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる

多数をもって行います。 

５．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。 

６．前記２．から前記５．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした

場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録

により同意の意思表示をしたときには適用しません。 

７．前記１．から前記６．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決さ
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れた場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決

議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。 

８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前記１．から前

記７．までの規定にしたがいます。 
 

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用 

当ファンドは、受益者が前記「２ 換金（解約）手続等」に規定する一部解約の実行の請求を行

ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公

正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当す

るため、前記①に規定する信託の終了または前記②に規定する重大な約款の変更等を行う場合にお

いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請

求の規定の適用を受けません｡ 
 

④ 運用報告書 

１．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な

事項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第４項に定める運用

報告書）を各ファンドの計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受

益者に対して交付します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。 

２．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定め

る運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。 

・委託会社のホームページ 

アドレス https://www.kddi-am.com/  

３．前記２．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合に

は、これを交付します。 
 

⑤ 公告 

１．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま

す。 

アドレス https://www.kddi-am.com/  

２．前記１．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場

合の公告は、日本経済新聞に掲載します。 
 
 

⑥ 関係法人との契約の更改 

委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満

了の１か月（または３か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のな

いときは、自動的に１年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様としま

す。 
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４【受益者の権利等】 

 

信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割

された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。 

① 収益分配金および償還金にかかる請求権 

受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時にお

ける信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求

する権利を有します。 

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当

該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。

また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた

め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）

に、原則として決算日から起算して５営業日までに支払います。 

上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則

として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権

は、振替口座簿に記載または記録されます。 

償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信

託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了

日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されて

いる受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して

５営業日までに支払います。 

収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。 

受益者が、収益分配金については支払開始日から５年間その支払いを請求しないときならびに信

託終了による償還金については支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を

失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 

 

② 換金請求権 

受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換

金（解約）手続等」をご参照下さい。 

 

③ 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権 

受益者は委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧

または謄写を請求することができます。 
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第３ 【ファンドの経理状況】 

 

auAM かんたん投資専用ファンド（株式重視型） 

 

１． 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 52 年大蔵

省令第 38号）ならびに同規則第 38条の３および第 57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」

（平成 12年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。 

 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

２．当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 1期中間計算期間（2022 年 12 月 21 日

から 2023 年 6月 20 日まで）の中間財務諸表については、PwC あらた有限責任監査法人により中間監査を受けており

ます。  

 
 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

2023年８月30日 

 

au アセットマネジメント株式会社 

取 締 役 会 御 中 

 

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 

東京事務所 

 指定有限責任社員 
業務執行社員 

 公認会計士 鶴田 光夫 

 

 

 

中間監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

に掲げられているauAMかんたん投資専用ファンド（株式重視型）の2022年12月21日から2023年６月20日までの中間

計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間

監査を行った。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠して、auAMかんたん投資専用ファンド（株式重視型）の2023年６月20日現在の信託財産の状態及び同日をもっ

て終了する中間計算期間（2022年12月21日から2023年６月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示して

いるものと認める。 

中間監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間

監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査

法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、auアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基

礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

中間財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表

を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に

関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

中間財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立

の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が

あり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重

要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中

間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて

監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの

評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 

・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報

の表示に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連

する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠

に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる



かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中

間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな

い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査

報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続

できなくなる可能性がある。 

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財

務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報

告を行う。 

利害関係 

auアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定

により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

 

（注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。 
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１【財務諸表】 

中間財務諸表 

 
【auAM かんたん投資専用ファンド（株式重視型）】 

    
 

   
（１）【中間貸借対照表】 

区           分 
注記 

番号 

第 1 期中間計算期間 

（2023 年 6 月 20 日現在） 

金 額（円） 

 資産の部    

   流動資産    

     預金   57,444 

     コール・ローン   333,374 

     投資証券   11,890,277 

   流動資産合計   12,281,095 

   資産合計   12,281,095 

 負債の部    

   流動負債    

     未払解約金   117,365 

     未払受託者報酬   634 

     未払委託者報酬   17,618 

     その他未払費用   282 

   流動負債合計   135,899 

   負債合計   135,899 

 純資産の部    

 元本等    

   元本 ※１ 10,477,084 

   剰余金    

   中間剰余金又は中間欠損金（△）   1,668,112 

 元本等合計   12,145,196 

 純資産合計   12,145,196 

 負債純資産合計   12,281,095 
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】 

区           分 
注記 

番号 

第 1 期中間計算期間 

（自 2022 年 12 月 21 日  

   至 2023 年 6 月 20 日） 

金 額（円） 

 営業収益    

   受取配当金   11,276 

   受取利息   1,054 

   有価証券売買等損益   537,783 

   為替差損益   752,826 

 営業収益合計   1,302,939 

 営業費用    

   受託者報酬   634 

   委託者報酬   17,618 

   その他費用   26,602 

 営業費用合計   44,854 

 営業利益又は営業損失（△）   1,258,085 

 経常利益又は経常損失（△）   1,258,085 

 中間純利益又は中間純損失（△）   1,258,085 

 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 

 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）   26,880 

 期首剰余金又は期首欠損金（△）   － 

 剰余金増加額又は欠損金減少額   453,628 

   中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額   453,628 

 剰余金減少額又は欠損金増加額   16,721 

   中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額   16,721 

 分配金   － 

 中間剰余金又は中間欠損金（△）   1,668,112 
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（３）【中間注記表】 

 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

 １． 有価証券の評価基準及び評価方

法 

投資証券 

 

    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相

場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商

品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 

       
 ２． 収益及び費用の計上基準 受取配当金 

 
    原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している

場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で

計上しております。 
       

 ３． その他中間財務諸表作成のため

の重要な事項 

外貨建取引等の処理基準 

 

    外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」（平成 12 年総理府

令第 133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記

録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基づき、外国通貨

の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘

定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外

国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換

算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当

の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した

差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 

 
 （中間貸借対照表に関する注記）  

 区 分 
第 1期中間計算期間 

（2023 年 6 月 20 日現在）  
１． ※１ 期首元本額 1,000,000 円  
    期中追加設定元本額 9,908,192 円  
    期中一部解約元本額 431,108 円  
        
２．   受益権の総数 10,477,084 口 

 
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 

区 分 

第 1期中間計算期間 

（自 2022 年 12 月 21 日  

   至 2023 年 6 月 20 日） 

  該当事項はありません。 

 
 （金融商品に関する注記） 

 

  金融商品の時価等に関する事項  

 区 分 
第 1期中間計算期間 

（2023 年 6 月 20 日現在） 

 
１． 貸借対照表計上額と時価との差額 金融商品は全て時価で計上されているため、中間貸借対照表計

上額と時価との差額はありません。 
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２． 時価の算定方法 (１)有価証券 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 

(２)デリバティブ取引 

該当事項はありません。 

(３)上記以外の金融商品 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等し

いことから、当該帳簿価額を時価としております。 

       

 

３． 金融商品の時価等に関する事項につい

ての補足説明 

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用し

ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な

ることもあります。 

   

 （1口当たり情報）  

   
第 1 期中間計算期間 

（2023 年 6 月 20 日現在） 
 1 口当たり純資産額 1.1592 円 
 （1 万口当たり純資産額） (11,592 円) 
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auAM かんたん投資専用ファンド（株式シフト型） 

 

１． 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 52 年大蔵

省令第 38号）ならびに同規則第 38条の３および第 57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」

（平成 12年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。 

 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

２．当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 1期中間計算期間（2022 年 12 月 21 日

から 2023 年 6月 20 日まで）の中間財務諸表については、PwC あらた有限責任監査法人により中間監査を受けており

ます。  

 
 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

2023年８月30日 

 

au アセットマネジメント株式会社 

取 締 役 会 御 中 

 

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 

東京事務所 

 指定有限責任社員 
業務執行社員 

 公認会計士 鶴田 光夫 

 

 

 

中間監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

に掲げられているauAMかんたん投資専用ファンド（株式シフト型）の2022年12月21日から2023年６月20日までの中

間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中

間監査を行った。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠して、auAMかんたん投資専用ファンド（株式シフト型）の2023年６月20日現在の信託財産の状態及び同日を

もって終了する中間計算期間（2022年12月21日から2023年６月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示

しているものと認める。 

中間監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間

監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査

法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、auアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基

礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

中間財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表

を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に

関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

中間財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立

の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が

あり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重

要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中

間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて

監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの

評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 

・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報

の表示に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連

する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠

に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる



かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中

間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな

い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査

報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続

できなくなる可能性がある。 

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財

務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報

告を行う。 

利害関係 

auアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定

により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

 

（注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。 
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【auAM かんたん投資専用ファンド（株式シフト型）】 

    
 

   
（１）【中間貸借対照表】 

区           分 
注記 

番号 

第 1 期中間計算期間 

（2023 年 6 月 20 日現在） 

金 額（円） 

 資産の部    

   流動資産    

     預金   52,134 

     コール・ローン   570,164 

     投資証券   14,538,113 

   流動資産合計   15,160,411 

   資産合計   15,160,411 

 負債の部    

   流動負債    

     未払解約金   4,129 

     未払受託者報酬   713 

     未払委託者報酬   19,357 

     その他未払費用   311 

   流動負債合計   24,510 

   負債合計   24,510 

 純資産の部    

 元本等    

   元本 ※１ 13,376,659 

   剰余金    

   中間剰余金又は中間欠損金（△）   1,759,242 

 元本等合計   15,135,901 

 純資産合計   15,135,901 

 負債純資産合計   15,160,411 
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】 

区           分 
注記 

番号 

第 1 期中間計算期間 

（自 2022 年 12 月 21 日 

  至 2023 年 6 月 20 日） 

金 額（円） 

 営業収益    

   受取配当金   21,638 

   受取利息   980 

   有価証券売買等損益   432,093 

   為替差損益   846,168 

 営業収益合計   1,300,879 

 営業費用    

   支払利息   7 

   受託者報酬   713 

   委託者報酬   19,357 

   その他費用   28,623 

 営業費用合計   48,700 

 営業利益又は営業損失（△）   1,252,179 

 経常利益又は経常損失（△）   1,252,179 

 中間純利益又は中間純損失（△）   1,252,179 

 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 

 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）   4,716 

 期首剰余金又は期首欠損金（△）   － 

 剰余金増加額又は欠損金減少額   515,699 

   中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額   515,699 

 剰余金減少額又は欠損金増加額   3,920 

   中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額   3,920 

 分配金   － 

 中間剰余金又は中間欠損金（△）   1,759,242 
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（３）【中間注記表】 

 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

 １． 有価証券の評価基準及び評価方

法 

投資証券 

 

    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相

場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商

品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 

       
 ２． 収益及び費用の計上基準 受取配当金 

 
    原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している

場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で

計上しております。 
       

 ３． その他中間財務諸表作成のため

の重要な事項 

外貨建取引等の処理基準 

 

    外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」（平成 12 年総理府

令第 133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記

録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基づき、外国通貨

の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘

定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外

国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換

算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当

の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した

差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 

 
 （中間貸借対照表に関する注記）  

 区 分 
第 1期中間計算期間 

（2023 年 6 月 20 日現在）  
１． ※１ 期首元本額 1,000,000 円  
    期中追加設定元本額 12,519,728 円  
    期中一部解約元本額 143,069 円  
        
２．   受益権の総数 13,376,659 口 

 
 （中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 

 区 分 

第 1 期中間計算期間 

（自 2022 年 12 月 21 日 

  至 2023 年 6 月 20 日） 

     該当事項はありません。 

 
 （金融商品に関する注記） 

 

  金融商品の時価等に関する事項  

 区 分 
第 1期中間計算期間 

（2023 年 6 月 20 日現在） 

 
１． 貸借対照表計上額と時価との差額 金融商品は全て時価で計上されているため、中間貸借対照表計

上額と時価との差額はありません。 
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２． 時価の算定方法 (１)有価証券 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 

(２)デリバティブ取引 

該当事項はありません。 

(３)上記以外の金融商品 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等し

いことから、当該帳簿価額を時価としております。 

       

 

３． 金融商品の時価等に関する事項につい

ての補足説明 

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用し

ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な

ることもあります。 

   

 （1口当たり情報）  

   
第 1 期中間計算期間 

（2023 年 6 月 20 日現在） 
 1 口当たり純資産額 1.1315 円 
 （1 万口当たり純資産額） (11,315 円) 

 



 － 56 －

 

auAM かんたん投資専用ファンド（債券シフト型） 

 

１． 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 52 年大蔵

省令第 38号）ならびに同規則第 38条の３および第 57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」

（平成 12年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。 

 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

２．当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 1期中間計算期間（2022 年 12 月 21 日

から 2023 年 6月 20 日まで）の中間財務諸表については、PwC あらた有限責任監査法人により中間監査を受けており

ます。  

 
 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

2023年８月30日 

 

au アセットマネジメント株式会社 

取 締 役 会 御 中 

 

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 

東京事務所 

 指定有限責任社員 
業務執行社員 

 公認会計士 鶴田 光夫 

 

 

 

中間監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

に掲げられているauAMかんたん投資専用ファンド（債券シフト型）の2022年12月21日から2023年６月20日までの中

間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中

間監査を行った。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠して、auAMかんたん投資専用ファンド（債券シフト型）の2023年６月20日現在の信託財産の状態及び同日を

もって終了する中間計算期間（2022年12月21日から2023年６月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示

しているものと認める。 

中間監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間

監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査

法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、auアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基

礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

中間財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表

を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に

関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

中間財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立

の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が

あり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重

要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中

間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて

監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの

評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 

・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報

の表示に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連

する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠

に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる



かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中

間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな

い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査

報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続

できなくなる可能性がある。 

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財

務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報

告を行う。 

利害関係 

auアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定

により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

 

（注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。 
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【auAM かんたん投資専用ファンド（債券シフト型）】 

    
 

   
（１）【中間貸借対照表】 

区           分 
注記 

番号 

第 1 期中間計算期間 

（2023 年 6 月 20 日現在） 

金 額（円） 

 資産の部    

   流動資産    

     預金   83,560 

     コール・ローン   440,333 

     投資証券   15,484,977 

   流動資産合計   16,008,870 

   資産合計   16,008,870 

 負債の部    

   流動負債    

     未払解約金   10,872 

     未払受託者報酬   690 

     未払委託者報酬   18,742 

     その他未払費用   299 

   流動負債合計   30,603 

   負債合計   30,603 

 純資産の部    

 元本等    

   元本 ※１ 14,457,184 

   剰余金    

   中間剰余金又は中間欠損金（△）   1,521,083 

 元本等合計   15,978,267 

 純資産合計   15,978,267 

 負債純資産合計   16,008,870 
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】 

区           分 
注記 

番号 

第 1 期中間計算期間 

（自 2022 年 12 月 21 日 

  至 2023 年 6 月 20 日） 

金 額（円） 

 営業収益    

   受取配当金   30,470 

   受取利息   1,145 

   有価証券売買等損益   243,634 

   為替差損益   822,383 

 営業収益合計   1,097,632 

 営業費用    

   支払利息   20 

   受託者報酬   690 

   委託者報酬   18,742 

   その他費用   28,611 

 営業費用合計   48,063 

 営業利益又は営業損失（△）   1,049,569 

 経常利益又は経常損失（△）   1,049,569 

 中間純利益又は中間純損失（△）   1,049,569 

 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 

 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）   8,269 

 期首剰余金又は期首欠損金（△）   － 

 剰余金増加額又は欠損金減少額   484,550 

   中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額   484,550 

 剰余金減少額又は欠損金増加額   4,767 

   中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額   4,767 

 分配金   － 

 中間剰余金又は中間欠損金（△）   1,521,083 
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（３）【中間注記表】 

 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

 １． 有価証券の評価基準及び評価方

法 

投資証券 

 

    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相

場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商

品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 

       
 ２． 収益及び費用の計上基準 受取配当金 

 
    原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している

場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で

計上しております。 
       

 ３． その他中間財務諸表作成のため

の重要な事項 

外貨建取引等の処理基準 

 

    外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」（平成 12 年総理府

令第 133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記

録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基づき、外国通貨

の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘

定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外

国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換

算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当

の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した

差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 

       

 
 （中間貸借対照表に関する注記）  

 区 分 
第 1期中間計算期間 

（2023 年 6 月 20 日現在）  
１． ※１ 期首元本額 1,000,000 円  
    期中追加設定元本額 13,660,524 円  
    期中一部解約元本額 203,340 円  
        
２．   受益権の総数 14,457,184 口 

 
 （中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 

 区 分 

第 1 期中間計算期間 

（自 2022 年 12 月 21 日 

  至 2023 年 6 月 20 日） 

     該当事項はありません。 

 
 （金融商品に関する注記） 

 

  金融商品の時価等に関する事項  

 区 分 
第 1期中間計算期間 

（2023 年 6 月 20 日現在） 

 
１． 貸借対照表計上額と時価との差額 金融商品は全て時価で計上されているため、中間貸借対照表計

上額と時価との差額はありません。 
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２． 時価の算定方法 (１)有価証券 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 

(２)デリバティブ取引 

該当事項はありません。 

(３)上記以外の金融商品 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等し

いことから、当該帳簿価額を時価としております。 

       

 

３． 金融商品の時価等に関する事項につい

ての補足説明 

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用し

ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な

ることもあります。 

 
 （1口当たり情報）  

   
第 1 期中間計算期間 

（2023 年 6 月 20 日現在） 
 1 口当たり純資産額 1.1052 円 
 （1 万口当たり純資産額） (11,052 円) 

 



 － 63 －

 

auAM かんたん投資専用ファンド（債券重視型） 

 

１． 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 52 年大蔵

省令第 38号）ならびに同規則第 38条の３および第 57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」

（平成 12年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。 

 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

２．当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 1期中間計算期間（2022 年 12 月 21 日

から 2023 年 6月 20 日まで）の中間財務諸表については、PwC あらた有限責任監査法人により中間監査を受けており

ます。  

 
 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

2023年８月30日 

 

au アセットマネジメント株式会社 

取 締 役 会 御 中 

 

ＰｗＣあらた有限責任監査法人 

東京事務所 

 指定有限責任社員 
業務執行社員 

 公認会計士 鶴田 光夫 

 

 

 

中間監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

に掲げられているauAMかんたん投資専用ファンド（債券重視型）の2022年12月21日から2023年６月20日までの中間

計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間

監査を行った。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠して、auAMかんたん投資専用ファンド（債券重視型）の2023年６月20日現在の信託財産の状態及び同日をもっ

て終了する中間計算期間（2022年12月21日から2023年６月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示して

いるものと認める。 

中間監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間

監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査

法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、auアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基

礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

中間財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表

を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に

関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

中間財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立

の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が

あり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重

要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中

間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて

監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの

評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 

・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報

の表示に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連

する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠

に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる



かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中

間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな

い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査

報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続

できなくなる可能性がある。 

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財

務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報

告を行う。 

利害関係 

auアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定

により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

 

（注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。 
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【auAM かんたん投資専用ファンド（債券重視型）】 

    
 

   
（１）【中間貸借対照表】 

区           分 
注記 

番号 

第 1 期中間計算期間 

（2023 年 6 月 20 日現在） 

金 額（円） 

 資産の部    

   流動資産    

     預金   78,580 

     コール・ローン   241,000 

     投資証券   11,904,469 

   流動資産合計   12,224,049 

   資産合計   12,224,049 

 負債の部    

   流動負債    

     未払解約金   101,593 

     未払受託者報酬   634 

     未払委託者報酬   17,473 

     その他未払費用   284 

   流動負債合計   119,984 

   負債合計   119,984 

 純資産の部    

 元本等    

   元本 ※１ 11,171,523 

   剰余金    

   中間剰余金又は中間欠損金（△）   932,542 

 元本等合計   12,104,065 

 純資産合計   12,104,065 

 負債純資産合計   12,224,049 
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】 

区           分 
注記 

番号 

第 1 期中間計算期間 

（自 2022 年 12 月 21 日 

  至 2023 年 6 月 20 日） 

金 額（円） 

 営業収益    

   受取配当金   37,316 

   受取利息   1,112 

   有価証券売買等損益   42,095 

   為替差損益   757,735 

 営業収益合計   838,258 

 営業費用    

   支払利息   2 

   受託者報酬   634 

   委託者報酬   17,473 

   その他費用   28,596 

 営業費用合計   46,705 

 営業利益又は営業損失（△）   791,553 

 経常利益又は経常損失（△）   791,553 

 中間純利益又は中間純損失（△）   791,553 

 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 

 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）   16,073 

 期首剰余金又は期首欠損金（△）   － 

 剰余金増加額又は欠損金減少額   161,237 

   中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額   161,237 

 剰余金減少額又は欠損金増加額   4,175 

   中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額   4,175 

 分配金   － 

 中間剰余金又は中間欠損金（△）   932,542 
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（３）【中間注記表】 

 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

 １． 有価証券の評価基準及び評価方

法 

投資証券 

 

    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相

場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商

品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 

       
 ２． 収益及び費用の計上基準 受取配当金 

 
    原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している

場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で

計上しております。 
       

 ３． その他中間財務諸表作成のため

の重要な事項 

外貨建取引等の処理基準 

 

    外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」（平成 12 年総理府

令第 133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記

録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基づき、外国通貨

の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘

定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外

国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換

算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当

の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した

差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 

       

 
 （中間貸借対照表に関する注記）  

 区 分 
第 1期中間計算期間 

（2023 年 6 月 20 日現在）  
１． ※１ 期首元本額 1,000,000 円  
    期中追加設定元本額 10,497,368 円  
    期中一部解約元本額 325,845 円  
        
２．   受益権の総数 11,171,523 口 

 
 （中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 

 区 分 

第 1 期中間計算期間 

（自 2022 年 12 月 21 日 

  至 2023 年 6 月 20 日） 

     該当事項はありません。 

 
 （金融商品に関する注記） 

 

  金融商品の時価等に関する事項  

 区 分 
第 1期中間計算期間 

（2023 年 6 月 20 日現在） 

 
１． 貸借対照表計上額と時価との差額 金融商品は全て時価で計上されているため、中間貸借対照表計

上額と時価との差額はありません。 

       



 － 69 －

 

２． 時価の算定方法 (１)有価証券 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 

(２)デリバティブ取引 

該当事項はありません。 

(３)上記以外の金融商品 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等し

いことから、当該帳簿価額を時価としております。 

       

 

３． 金融商品の時価等に関する事項につい

ての補足説明 

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用し

ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な

ることもあります。 

   

 （1口当たり情報）  

   
第 1 期中間計算期間 

（2023 年 6 月 20 日現在） 
 1 口当たり純資産額 1.0835 円 
 （1 万口当たり純資産額） (10,835 円) 
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２【ファンドの現況】 

auAM かんたん投資専用ファンド（株式重視型） 

 

【純資産額計算書】    

 （2023 年 6 月末日現在）   

 Ⅰ 資産総額 12,438,969 円 
  

 Ⅱ 負債総額 2,403 円 
  

 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,436,566 円 
  

 Ⅳ 発行済数量 10,641,042 口 
  

 Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1687 円 
  

 

auAM かんたん投資専用ファンド（株式シフト型） 

 

純資産額計算書    

 （2023 年 6 月末日現在）   

 Ⅰ 資産総額 15,941,060 円 
  

 Ⅱ 負債総額 10,505 円 
  

 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,930,555 円 
  

 Ⅳ 発行済数量 13,932,549 口 
  

 Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1434 円 
  

 

auAM かんたん投資専用ファンド（債券シフト型） 

 

純資産額計算書    

 （2023 年 6 月末日現在）   

 Ⅰ 資産総額 16,352,267 円 
  

 Ⅱ 負債総額 3,174 円 
  

 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,349,093 円 
  

 Ⅳ 発行済数量 14,596,704 口 
  

 Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1201 円 
  

 

auAM かんたん投資専用ファンド（債券重視型） 

 

純資産額計算書    

 （2023 年 6 月末日現在）   

 Ⅰ 資産総額 12,676,291 円 
  

 Ⅱ 負債総額 18,717 円 
  

 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,657,574 円 
  

 Ⅳ 発行済数量 11,495,495 口 
  

 Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1011 円 
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 

 

（１）名義書換えの手続き等 

該当事項はありません。 

 

（２）受益者名簿 

受益者名簿は作成しません。 

 

（３）受益者集会 

受益者集会は開催しません。 

 

（４）受益者に対する特典 

該当事項はありません。 

 

（５）譲渡制限の内容 

譲渡制限はありません。 

 

（６）受益証券の再発行 

受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益

証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、

受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 

 

（７）受益権の譲渡 

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が

記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 
 

② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受

益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に

記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したもので

ない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関

を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載ま

たは記録が行われるよう通知するものとします。 
 

③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録

されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な

る場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したとき

は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

 

（８）受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対

抗することができません。 

 

（９）受益権の再分割 

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を

均等に再分割できるものとします。 

受益権の再分割を行うにあたり、各受益者が保有する受益権口数に１口未満の端数が生じること

となる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行います。

また、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託

会社が計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する
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受益権口数を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。 

 

（１０）償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日

以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定

された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に

ついては原則として取得申込者とします。）に支払います。 

 

（１１）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支

払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規

定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。 
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第三部【委託会社等の情報】 
 

第１【委託会社等の概況】 

 

１【委託会社等の概況】 

ａ．資本金の額 

2023年6月30日現在 

資本金の額    10億円 

発行可能株式総数 800,000株 

発行済株式総数  80,000株 

 

過去５年間における資本金の額の増減 

2018年２月    資本金 10億円に増資 

 

ｂ．委託会社の機構 

① 会社の意思決定機構 

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において

選任され、その任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総

会の終結のときまでです。 

取締役会は、代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい

業務を執行します。 
   

② 投資運用の意思決定機構 

投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。 
 

イ．新ファンド設定会議 

ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を新ファンド設定会議において審議します。 

ロ．戦略運用部長・ファンドマネージャー 

ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定さ

れた基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用担当責任者は、ファンドマ

ネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との

整合性等を確認し、承認します。 

ハ．運用会議 

資産業務部長が議長となり、原則として月１回運用会議を開催し、ファンドの運用実績およ

びリスクとリターンの状況等の報告、ファンド運用に係る基本方針について検討します。 

ニ．リスク管理会議 

内部管理統括部長が議長となり、ファンドの運用リスク（流動性リスク含む、以下同じ。）

の状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行い、必要事項を審議します。 
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２【事業の内容及び営業の概況】 

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運

用業）、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業を行っています。また、「確定拠出年金法」に

定める確定拠出年金運営管理業務、「金融商品取引法」に定める金融商品仲介業務を行っています。 

 

委託会社が運用する証券投資信託は、2023年6月30日現在、次の通りです。但し、親投資信託を除

きます。 

種類 本数 純資産総額（百万円） 

追加型株式投資信託 15 43,455 

合計 15 43,455 
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3【委託会社等の経理状況】 
 
１．委託会社であるａｕアセットマネジメント株式会社（以下、「委託会社」という）の財

務諸表は、「財務諸表等の⽤語、 様式及び作成⽅法に関する規則」（昭和 38 年⼤蔵省令
第 59 号、以下「財務諸表等規則」という）及び同規則第 2 条の規定に基づき、「⾦融商
品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年内閣府令第 52 号）により作成しております。 

 
２．財務諸表の記載⾦額は、千円未満の端数を切り捨てて表⽰しております。 

 
３．委託会社は、⾦融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項に基づき、第 6 期事業年度（2022 年

4 ⽉ 1 ⽇から 2023 年 3 ⽉ 31 ⽇まで）の財務諸表については、PwC あらた有限責任監
査法⼈により監査を受けております。 

  



 

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

2023年６月１日 

 

au アセットマネジメント株式会社 

取 締 役 会 御 中 

 

ＰｗＣあらた有限責任監査法人  

東京事務所 

 指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士  鶴 田 光 夫   

 

 

 

監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

に掲げられているauアセットマネジメント株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの第６期事業年度の

財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につい

て監査を行った。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 

auアセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に

おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以

外の情報である。 

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施

していない。 

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう

かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査

手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分

かつ適切な監査証拠を入手する。 

・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 



 

・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監

査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

 

 

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 
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（1）【貸借対照表】 
      （単位：千円） 

  前事業年度 当事業年度 
    （2022 年 3 ⽉ 31 ⽇） （2023 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
資産の部    

 流動資産    

  前払費⽤  12,167 15,081 
  未収⼊⾦ ＊２ 243,418 406,139 
  未収委託者報酬  196,753 112,369 
  未収収益 ＊２ 232,004 − 
    ⽴替⾦  89 126 
  短期貸付⾦ ＊２ 456,349 314,664 
  未収消費税等  − 6,971 
 流動資産合計  1,140,782 855,352 
 固定資産  

 
 

  有形固定資産   
 

   建物附属設備 ＊１ 20,043 0 
   ⼯具器具備品 ＊１ 7,042 0 
  有形固定資産合計  27,085 0 
  無形固定資産  

 
 

   ソフトウエア  151,741 0 
  無形固定資産合計  151,741 0 
  投資その他の資産   

 
   投資有価証券  34,223 803,922 
   関係会社株式  200,000 200,000 
   敷⾦  57,622 37,622 
   ⻑期前払費⽤  8,865 0 
   ⻑期差⼊保証⾦  54,300 54,300 
  投資その他の資産合計  355,010 1,095,844 
 固定資産合計  533,837 1,095,844 
 資産合計   1,674,620 1,951,197 
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      （単位：千円） 
  前事業年度 当事業年度 

    （2022 年 3 ⽉ 31 ⽇） （2023 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
負債の部    

 流動負債    

  未払⾦  328,569 394,484 
  未払費⽤  161,819 11,753 
  未払法⼈税等  6,064 6,971 
  預り⾦  773 946 
  賞与引当⾦  9,280 11,298 
  短期借⼊⾦  100,000 900,000 
  未払消費税等  165,432 − 
  前受収益  21,938 30,808 
 流動負債合計  793,877 1,356,263 
 固定負債  

 
 

  繰延税⾦負債  1,293 39 
  資産除去債務  11,226 11,267 
 固定負債合計  12,519 11,307 
 負債合計   806,396 1,367,570 
純資産の部  

 
 

 株主資本   
 

  資本⾦  1,000,000 1,000,000 
  資本剰余⾦    
   資本準備⾦  1,000,000 1,000,000 
  資本剰余⾦合計  1,000,000 1,000,000 
  利益剰余⾦  

 
 

   その他利益剰余⾦    
    繰越利益剰余⾦  △ 1,134,706 △ 1,415,256 
  利益剰余⾦合計  △ 1,134,706 △ 1,415,256 
 株主資本計  865,293 584,743 
 評価・換算差額等  

 
 

  その他有価証券評価差額⾦  2,929 △ 1,116 
 評価・換算差額等合計  2,929 △ 1,116 
 純資産合計   868,223 583,626 
 負債・純資産合計   1,674,620 1,951,197   
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（2）【損益計算書】 
      （単位：千円） 

  前事業年度 当事業年度 

    
 ⾃ 2021 年 4 ⽉ 1 ⽇ 
 ⾄ 2022 年 3 ⽉ 31 ⽇ 

 ⾃ 2022 年 4 ⽉ 1 ⽇ 
 ⾄ 2023 年 3 ⽉ 31 ⽇ 

営業収益    

 委託者報酬  470,563 304,230 
 ⾦融商品仲介⼿数料  419 159 
 確定拠出年⾦事業収⼊  37,323 58,384 
 保険契約等代⾏業務収⼊ ＊2 673,070 536,858 
 システム貸付収⼊  15,480 15,480 
 その他営業収⼊  25,439 31,427 

営業収益計  1,222,295 946,540 
 営業費⽤   

 
  ⽀払⼿数料  286,963 196,236 
  広告宣伝費  19,231 19,884 
  調査費  26,452 35,822 
  委託調査費  1,500 2,350 
  委託計算費  39,067 43,350 
  営業雑経費  303,255 332,032 
   通信費  5,247 2,999 
   印刷費  4,888 6,353 
   協会費  752 1,170 
   業務委託費  180,473 211,546 
   情報機器関連費  68,943 72,663 
   その他営業雑経費  42,948 37,298 

営業費⽤計  676,470 629,676 
 ⼀般管理費   

 
  給料  238,784 261,503 
    役員報酬  45,491 44,858 
   給料・⼿当  170,771 189,756 
   賞与  5,740 6,419 
   賞与引当⾦繰⼊額  16,780 20,468 
  法定福利費  24,585 32,694 
  退職給付費⽤  1,058 1,667 
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  会議費  − 63 
  交際費  117 164 
  旅費交通費  3,468 4,724 
  租税公課  12,206 12,845 
  不動産賃借料  37,623 37,623 
  福利厚⽣費  122 558 
  保険料  1 58 
  固定資産減価償却費 ＊1 83,484 90,592 
  資産除去債務利息  41 41 
  諸経費  12,022 13,825 

⼀般管理費計  413,515 456,365 
営業利益⼜は営業損失（△）  132,309 △ 139,500 
 営業外収益    
  受取利息 ＊2 657 625 
  投資有価証券売却益  − 3,917 
  雑収⼊  167 329 

営業外収益計  824 4,871 
 営業外費⽤    
  ⽀払利息  372 1,744 
  投資有価証券売却損  − 2,077 
  為替差損  346 18 

営業外費⽤計  719 3,840 
経常利益⼜は経常損失（△）  132,414 △ 138,470 
 特別損失    
  減損損失 ＊3 − 140,511 

特別損失計  − 140,511 
税引前当期純利益⼜は税引前
当期純損失（△） 

 132,414 △ 278,981 

 法⼈税、住⺠税及び事業税  950 1,568 
当期純利益⼜は当期純損失
（△） 

 131,464 △ 280,550 
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（3）【株主資本等変動計算書】 
前事業年度（⾃ 2021 年 4 ⽉ 1 ⽇  ⾄ 2022 年 3 ⽉ 31 ⽇） 

      （単位：千円） 

  

株主資本 

資本⾦ 

資本剰余⾦ 利益剰余⾦ 

株主資本 
合計 

資本 
準備⾦ 

資本 
剰余⾦ 
合計 

その他 
利益剰余⾦ 

利益 
剰余⾦ 
合計 

繰越 
利益剰余⾦ 

当期⾸残⾼ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 △ 1,266,171 △ 1,266,171 733,828 
当期変動額       

 

当期純利益 ― ― ― 131,464 131,464 131,464 
株主資本以外の 
項⽬の当期変動額
（純額） 

― ― ― ― ― ― 

当期変動額合計 ― ― ― 131,464 131,464 131,464 
当期末残⾼ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 △ 1,134,706 △ 1,134,706 865,293 
        

  

評価・換算差額等 
純資産 
合計 

その他 
有価証券 

評価差額⾦ 

評価・換算 
差額等合計 

 
 

当期⾸残⾼ 2,563 2,563 736,392  

当期変動額     

 

当期純利益 ― ― 131,464  

株主資本以外の 
項⽬の当期変動額
（純額） 

366 366 366  

当期変動額合計 366 366 131,831  

当期末残⾼ 2,929 2,929 868,223  
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当事業年度（⾃ 2022 年 4 ⽉ 1 ⽇  ⾄ 2023 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
      （単位：千円） 

  

株主資本 

資本⾦ 

資本剰余⾦ 利益剰余⾦ 

株主資本 
合計 

資本 
準備⾦ 

資本 
剰余⾦ 
合計 

その他 
利益剰余⾦ 

利益 
剰余⾦ 
合計 

繰越 
利益剰余⾦ 

当期⾸残⾼ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 △1,134,706 △1,134,706 865,293 
当期変動額       

 

当期純損失（△） ― ― ― △280,550 △280,550 △280,550 
株主資本以外の 
項⽬の当期変動額
（純額） 

― ― ― ― ― ― 

当期変動額合計 ― ― ― △280,550 △280,550 △280,550 
当期末残⾼ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 △1,415,256 △1,415,256 584,743 
        

  

評価・換算差額等 
純資産 
合計 

その他 
有価証券 

評価差額⾦ 

評価・換算 
差額等合計 

 
 

当期⾸残⾼ 2,929 2,929 868,223  

当期変動額     

 

当期純損失（△） ― ― △280,550  

株主資本以外の 
項⽬の当期変動額
（純額） 

△4,046 △4,046 △4,046  

当期変動額合計 △4,046 △4,046 △284,596  

当期末残⾼ △1,116 △1,116 583,626  

 
  



 

 

－ 84 －

（注記事項） 
（重要な会計⽅針) 

１．資産の評価基準及び評価⽅法 
有価証券の評価基準及び評価⽅法 

 （１）関係会社株式 移動平均法による原価法を採⽤しております。 
  
 （２）その他有価証券  
    市場価格のない株式等以外のもの 
 当事業年度末の決算⽇の市場価格等に基づく時価法

を採⽤しております。 
（評価差額は、全部純資産直⼊法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定） 

  
２．固定資産の減価償却の⽅法  
 （１）有形固定資産 定額法により償却しております。 

なお、主な耐⽤年数は次の通りです。 
建物附属設備  １０〜１７年 
⼯具器具備品   ４〜１０年 

  
 （２）無形固定資産 定額法により償却しております。 

⾃社利⽤のソフトウエアについては、社内における
利⽤可能期間(５年)に基づく定額法を採⽤しており
ます。 

  
３．引当⾦の計上基準  
    賞与引当⾦ 従業員に対する賞与の⽀払に備えるため、⽀給対象

期間に基づく⽀給⾒込額を計上しております。 
 
４．収益及び費⽤の計上基準 

当社の顧客との契約から⽣じる収益に関する主要な事業における主な履⾏義務の
内容及び当該履⾏義務を充⾜する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下
のとおりです。 
委託者報酬は投資信託の信託約款に基づきファンドの運⽤、受託会社への指図、基
準価額の算出、⽬論⾒書・運⽤報告書等の作成等の履⾏義務を負っており、⽇々の
運⽤ファンドの純資産総額に各報酬率を乗じて算出されます。当該履⾏義務は運
⽤期間において⽇々充⾜されると判断し、運⽤期間に渡り収益として認識してお
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ります。 
保険契約等代⾏業務収⼊は委託業務契約に基づき、保険契約代⾏業務（契約締結・
履⾏及び維持・管理）及び付随するコンサルティング業務の履⾏義務を負っており、
対象取引先との契約で定められた内容に基づき算出されます。保険契約代⾏業務
の履⾏義務のうち、損害保険契約を締結、履⾏する義務については、契約を締結し
た時点で履⾏義務が充⾜されると判断し、契約締結により収益を認識しておりま
す。なお、当該履⾏義務については、当社が代理⼈に該当するため、当社が受け取
る額から損害保険会社に⽀払う額を控除した純額を収益として認識しております。
また、損害保険契約を締結、履⾏する義務以外の履⾏義務は契約期間において⽇々
充⾜されると判断し、契約期間に渡り収益として認識しております。 
⾦融商品仲介⼿数料は有価証券売買の媒介等の履⾏義務を負っており、対象取引
先との契約で定められた内容に基づき算出されます。当該履⾏義務は媒介に伴い
顧客を獲得した時点で充⾜されると判断し、⽉次で収益を認識しております。 
確定拠出年⾦事業収⼊は委託業務契約に基づき、企業型確定拠出年⾦に係る運営
管理業務、個⼈型確定拠出年⾦受付⾦融機関事務代⾏業務等の履⾏義務を負って
おり、対象取引先との契約で定められた内容に基づき算出されます。当該履⾏義務
は契約期間において⽇々充⾜されると判断し、契約期間に渡り収益として認識し
ております。 

 
（会計⽅針の変更） 
１．時価の算定に関する会計基準等の適⽤ 

「時価の算定に関する会計基準の適⽤指針」（企業会計基準適⽤指針第 31 号 2021 年 6
⽉ 17 ⽇。以下「時価算定会計基準適⽤指針」という。）を当期の期⾸から適⽤し、時価算
定会計基準適⽤指針第 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適⽤
指針が定める新たな会計⽅針を将来にわたって適⽤することといたしました。 
これによる当期の財務諸表への影響はありません。 

 
（重要な会計上の⾒積り）  
前事業年度（⾃ 2021 年 4 ⽉ 1 ⽇ ⾄ 2022 年 3 ⽉ 31 ⽇）  

当事業年度の財務諸表の作成にあたって⾏った会計上の⾒積りが当事業年度の翌事業 
年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略してお
ります。 

 
当事業年度（⾃ 2022 年 4 ⽉ 1 ⽇ ⾄ 2023 年 3 ⽉ 31 ⽇） 

当事業年度の財務諸表の作成にあたって⾏った会計上の⾒積りが当事業年度の翌事業 
年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略してお
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ります。 
 

（貸借対照表関係) 
＊１  有形固定資産の減価償却累計額 

  （単位：千円） 

    
前事業年度 

(2022 年 3 ⽉ 31 ⽇) 
当事業年度 

(2023 年 3 ⽉ 31 ⽇) 
建物附属設備 6,142 26,186 
⼯具器具備品 8,957 15,999 

    
＊２  関係会社項⽬ 

 （単位：千円） 

  
前事業年度 

(2022 年 3 ⽉ 31 ⽇) 
当事業年度 

(2023 年 3 ⽉ 31 ⽇) 
未収⼊⾦ 236,332 400,722 
未収収益 232,004 − 
短期貸付⾦ 456,349 314,664 

 
(損益計算書関係)   
＊１  減価償却実施額 

 （単位：千円） 

  
前事業年度 

(2022 年 3 ⽉ 31 ⽇) 
当事業年度 

(2023 年 3 ⽉ 31 ⽇) 
有形固定資産 3,991 4,084 
無形固定資産 73,204 80,215 

  
＊２  関係会社項⽬ 

 （単位：千円） 

  
前事業年度 

(2022 年 3 ⽉ 31 ⽇) 
当事業年度 

(2023 年 3 ⽉ 31 ⽇) 
保険契約等代⾏業務収⼊等（注） 2,709,812 2,379,802 
受取利息 657 624 

 （注）総額表記の為、純額表記の損益計算書⾦額とは⼀致しておりません。 
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＊３  減損損失に関する事項 
前事業年度（⾃ 2021 年 4 ⽉ 1 ⽇ ⾄ 2022 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
 該当事項はありません。  
 
当事業年度（⾃ 2022 年 4 ⽉ 1 ⽇ ⾄ 2023 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
 当社は当事業年度において、以下の通り減損損失を計上しております。 
(1) 減損損失を認識した資産または資産グループの概要 
 （単位：千円） 

場所 ⽤途 種類 ⾦額 
東京都千代⽥区 

（本社） 
事業⽤資産 
 

ソフトウェア、附属設備、 
⼯具器具備品、⻑期前払費⽤(税務) 

140,511 

 
(2) 減損損失の認識に⾄った経緯 

経営環境の著しい悪化の結果、中期経営計画における将来キャッシュ・フローがいずれの
期もマイナスになっていることから、投資額の回収を⾒込めなくなったため、減損損失を
特別損失として計上しています。 

 
(3) 減損損失の⾦額 

 （単位：千円） 
ソフトウェア 114,937 
附属設備 18,461 
⼯具器具備品 4,539 
⻑期前払費⽤（税務） 2,572 

合計 140,511 
 
(4) 資産のグルーピングの⽅法 

資産運⽤として⼀体で⾏っていることから、全ての事業⽤資産を⼀つのグルーピングと
して認識しております。 
 

(5) 回収可能価格の算定⽅法 
事業⽤資産の回収可能価額は使⽤価値の⾦額を使⽤しています。事業⽤資産の将来キャ
ッシュ・フローに基づく評価額が 0 であるため、回収可能価額を 0 と算定し、備忘価額
まで減額しております。 
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(株主資本等変動計算書関係)     
前事業年度（⾃ 2021 年 4 ⽉ 1 ⽇ ⾄ 2022 年 3 ⽉ 31 ⽇）     
１．発⾏済株式に関する事項     

株式の種類 当期⾸株式数 増加 減少 当期末株式数 
普通株式 80,000 − − 80,000 

 
２．新株予約権等に関する事項  
 該当事項はありません。  
  
３．配当に関する事項   
 該当事項はありません。  
 
当事業年度（⾃ 2022 年 4 ⽉ 1 ⽇ ⾄ 2023 年 3 ⽉ 31 ⽇）   
１．発⾏済株式に関する事項   

株式の種類 当期⾸株式数 増加 減少 当期末株式数 
普通株式 80,000 − − 80,000 

 
２．新株予約権等に関する事項  
 該当事項はありません。  
  
３．配当に関する事項   
 該当事項はありません。  
 
(⾦融商品関係)     
前事業年度（2022 年 3 ⽉ 31 ⽇）    
１．⾦融商品の状況に関する事項    
（1）⾦融商品に対する取組⽅針   
  当社は、投資信託の運⽤を業として⾏っており、短期かつ安全性の⾼い⾦融資産に限定 
  し、財務体質の健全性、安全性及び流動性の確保を第⼀とし、顧客利益に反しない運⽤ 

を⾏っております。資⾦運⽤及び資⾦調達については、親会社とのグループファイナン
スに限定しております。   

 
（2）⾦融商品の内容及びそのリスク    

営業債権である未収委託者報酬については、その源泉である預り純資産の管理を信託 
銀⾏に委託しておりますが、信託銀⾏はその受託資産を⾃⼰勘定と分別して管理して 
いるため、仮に信託銀⾏が破綻または債務不履⾏等となった場合でも、当該営業債権が 
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信⽤リスクに晒されることは無いと考えております。 
投資有価証券については、⾃⼰で設定した投資信託へのシードマネーの投⼊によるも  
のです。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信⽤リ  
スク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、ファンド・オブ・ファン 
ズ形式での分散投資を⾏っており、リスク低減を図っています。 
短期貸付⾦は、全て親会社に対する⾦銭債権であり、貸付先の信⽤リスクに晒されてお
ります。   
  

（3）⾦融商品に係るリスク管理体制    
 ①信⽤リスク（取引先の契約不履⾏等に係るリスク）の管理    
  当社は、営業債権について、取引先毎に期⽇及び残⾼を管理するとともに、財務状況の  
  悪化等による回収懸念の早期把握及び低減を図っております。    
 ②市場リスク（為替の変動に係るリスク）の管理    
  当社は、投資有価証券の為替変動や価格変動に係るリスクに対し、原則として、ヘッジ  
  取引を⾏っておりません。また、定期的に時価を算出し、評価損益を把握しております。 
 ③流動性リスク（⽀払期⽇に⽀払いを実⾏できなくなるリスク）の管理   
  当社は、適時に資⾦繰予定表を作成・更新するとともに、⼿許流動性（最低限必要な運 
  転資⾦）を状況に応じて⾒直し・維持すること等により、流動性リスクを管理する⽅針 
  としております。    
    
2．⾦融商品の時価等に関する事項    
 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

なお、「未収委託者報酬」、「未収⼊⾦」、「短期貸付⾦」、「未収収益」、「未払⾦」、「未払費
⽤」及び「短期借⼊⾦」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであ
ることから、注記を省略しております。 

  （単位：千円） 
  貸借対照表計上額 時価 差額 
投資有価証券 (注)１ 34,223 34,223 − 

資産計 34,223 34,223 − 
（注）1 ⾦融商品の時価の算定⽅法    
  投資有価証券    
  これらは投資信託であり、時価は当期の決算⽇における基準価額によっております。 
 
（注）２ 市場価格のない株式等  

関係会社株式（貸借対照表計上額 200,000 千円）については、市場価格のない株式等に
該当するため、上表には含めておりません。 
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（注）３ ⾦融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項  
該当事項はありません。なお、「財務諸表等の⽤語、様式及び作成⽅法に関する規則等
の⼀部を改正する内閣府令」（令和 2 年 3 ⽉ 6 ⽇内閣府令第 9 号）附則第 3 条第 6 項に
より、経過的な取扱いに従って、投資信託については、財務諸表等規則第 8 条の 6 の 2
第 1 項第 3 号に掲げる事項の記載を省略しております。 

 
（注）４ ⾦銭債権及び満期のある有価証券の決算⽇後の償還予定額    

 （単位：千円） 
区分 １年以内 １年超 

未収委託者報酬 196,753 − 
未収⼊⾦ 243,418 − 
短期貸付⾦ 456,349 − 

  
（注）５ 社債、⻑期借⼊⾦、リース債務及びその他の有利⼦負債の決算⽇後の返済予定額 

 （単位：千円） 

区分 １年以内 １年超 
短期借⼊⾦ 100,000 − 

 
当事業年度（2023 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
１．⾦融商品の状況に関する事項 
（1）⾦融商品に対する取組⽅針 
  当社は、投資信託の運⽤を業として⾏っており、短期かつ安全性の⾼い⾦融資産に限定 
  し、財務体質の健全性、安全性及び流動性の確保を第⼀とし、顧客利益に反しない運⽤ 

を⾏っております。資⾦運⽤及び資⾦調達については、親会社とのグループファイナン
スに限定しております。 

 
（2）⾦融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である未収委託者報酬については、その源泉である預り純資産の管理を信託
銀⾏に委託しておりますが、信託銀⾏はその受託資産を⾃⼰勘定と分別して管理して
いるため、仮に信託銀⾏が破綻または債務不履⾏等となった場合でも、当該営業債権が
信⽤リスクに晒されることは無いと考えております。 
投資有価証券については、⾃⼰で設定した投資信託へのシードマネーの投⼊によるも
のです。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信⽤リ
スク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、ファンド・オブ・ファン
ズ形式での分散投資を⾏っており、リスク低減を図っています。 
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短期貸付⾦は、全て親会社に対する⾦銭債権であり、貸付先の信⽤リスクに晒されてお
ります。 
  

（3）⾦融商品に係るリスク管理体制 
 ①信⽤リスク（取引先の契約不履⾏等に係るリスク）の管理 
  当社は、営業債権について、取引先毎に期⽇及び残⾼を管理するとともに、財務状況の  
  悪化等による回収懸念の早期把握及び低減を図っております。    
 ②市場リスク（為替の変動に係るリスク）の管理 
  当社は、投資有価証券の為替変動や価格変動に係るリスクに対し、原則として、ヘッジ  
  取引を⾏っておりません。また、定期的に時価を算出し、評価損益を把握しております。 
 ③流動性リスク（⽀払期⽇に⽀払いを実⾏できなくなるリスク）の管理 
  当社は、適時に資⾦繰予定表を作成・更新するとともに、⼿許流動性（最低限必要な運 
  転資⾦）を状況に応じて⾒直し・維持すること等により、流動性リスクを管理する⽅針 
  としております。 
 
2．⾦融商品の時価等に関する事項  
 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

なお、「未収委託者報酬」、「未収⼊⾦」、「短期貸付⾦」、「未払⾦」、「未払費⽤」及び「短
期借⼊⾦」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
注記を省略しております。 

  （単位：千円） 
  貸借対照表計上額 時価 差額 
投資有価証券 (注)１ 803,922 803,922 − 

資産計 803,922 803,922 − 
（注）1 ⾦融商品の時価の算定⽅法 
  投資有価証券 
  これらは投資信託であり、時価は当期の決算⽇における基準価額によっております。 
 
（注）２ 市場価格のない株式等 

関係会社株式（貸借対照表計上額 200,000 千円）については、市場価格のない株式等に
該当するため、上表には含めておりません。 
 

３．⾦融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 
⾦融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以
下の３つのレベルに分類しております。 
レベル１の時価： 
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観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該
時価の算定の対象となる資産⼜は負債に関する相場価格により算定した時価 
 
レベル２の時価： 
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の
算定に係るインプットを⽤いて算定した時価 
 
レベル３の時価： 
観察できない時価の算定に係るインプットを使⽤して算定した時価 
 
(1)時価で貸借対照表に計上している⾦融商品 

  （単位：千円） 

  
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 
投資有価証券 − 803,922 − 

資産計 − 803,922 − 
（注）時価の算定に⽤いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

投資有価証券 
投資信託は基準価額を⽤いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえな
いことから、レベル２の時価に分類しております。 
 

4．⾦銭債権及び満期のある有価証券の決算⽇後の償還予定額   
  （単位：千円） 

区分 １年以内 １年超 
未収委託者報酬 112,369 − 
未収⼊⾦ 406,139 − 
短期貸付⾦ 314,664 − 

 
５．社債、⻑期借⼊⾦、リース債務及びその他の有利⼦負債の決算⽇後の返済予定額 

 （単位：千円） 

区分 １年以内 １年超 
短期借⼊⾦ 900,000 − 
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(有価証券関係) 
前事業年度（2022 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
１．⼦会社株式及び関連会社株式 

関係会社株式（貸借対照表計上額 200,000 千円）は市場価格のない株式等と認められる
ものであることから、記載しておりません。 

 
２．その他有価証券 

 （単位：千円） 

区分 種類 取得原価 
貸借対照表 

計上額 
差額 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

投資信託 
受益証券 

30,000 34,223 4,223 

 
３．売却したその他有価証券 

該当事項はありません。 
 
４．デリバティブ取引関係 
   該当事項はありません。 
 
当事業年度（2023 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
１．⼦会社株式及び関連会社株式 

関係会社株式（貸借対照表計上額 200,000 千円）は市場価格のない株式等と認められる
ものであることから、記載しておりません。 

 
２．その他有価証券 

 （単位：千円） 

区分 種類 取得原価 
貸借対照表 

計上額 
差額 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

投資信託 
受益証券 

4,000 4,128 128 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

投資信託 
受益証券 

801,000 799,794 △ 1,205 

合計  
投資信託 
受益証券 

805,000 803,922 △ 1,077 
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3．売却したその他有価証券 
  （単位：千円） 

種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 
投資信託受益証券 1,032,840 3,917 2,077 

 
4．デリバティブ取引関係 
   該当事項はありません。 
 
 
(収益認識関係)  
前事業年度（⾃ 2021 年 4 ⽉ 1 ⽇  ⾄ 2022 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
１．顧客との契約から⽣じる収益を分解した情報 

  （単位：千円） 

  
報告セグメント 

合計 
投資・⾦融サービス業 

(1)委託者報酬 470,563 470,563 
(2)⾦融商品仲介⼿数料 419 419 
(3)確定拠出年⾦事業収⼊ 37,323 37,323 
(4)保険契約等代⾏業務収⼊ 673,070 673,070 
(5)その他営業収⼊ 21,317 21,317 
 顧客との契約から⽣じる収益 1,202,693 1,202,693 
 外部顧客への営業収益 485,836 485,836 

（注）システム貸付収⼊はリース会計基準を適⽤しているため、表中に含めておりません。 
 
２．収益を理解するための基礎となる情報 

「重要な会計⽅針」の「収益及び費⽤の計上基準」に記載のとおりであります。 
 
３．当期及び翌期以降の収益の⾦額を理解するための情報 

該当事項はありません。 
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当事業年度（⾃ 2022 年 4 ⽉ 1 ⽇  ⾄ 2023 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
１．顧客との契約から⽣じる収益を分解した情報 

  （単位：千円） 

  
報告セグメント 

合計 
投資・⾦融サービス業 

(1)委託者報酬 304,230 304,230 
(2)⾦融商品仲介⼿数料 159 159 
(3)確定拠出年⾦事業収⼊ 58,384 58,384 
(4)保険契約等代⾏業務収⼊ 536,858 536,858 
(5)その他営業収⼊ 31,427 31,427 
 顧客との契約から⽣じる収益 931,060 931,060  
 外部顧客への営業収益 325,663 325,663  

（注）システム貸付収⼊はリース会計基準を適⽤しているため、表中に含めておりません。 
 
２．収益を理解するための基礎となる情報 

「重要な会計⽅針」の「収益及び費⽤の計上基準」に記載のとおりであります。 
 
３．当期及び翌期以降の収益の⾦額を理解するための情報 

該当事項はありません。 
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(税効果会計関係)  
１．繰延税⾦資産及び繰延税⾦負債の発⽣の主な原因別の内訳 

  （単位：千円） 

 前事業年度 
（2022 年 3 ⽉ 31 ⽇） 

当事業年度 
（2023 年 3 ⽉ 31 ⽇） 

繰延税⾦資産   

 税務上の⽋損⾦ （注）2 339,041 379,619 
 固定資産減損損失 − 43,024 
 賞与引当⾦ 2,841 3,459 
 未払費⽤ 430 1,397 
 未払事業税 1,566 1,843 
 ⼀括償却資産 308 309 
 税務上の繰延資産 382 76 
 資産除去債務 847 1,059 
 退職⾦掛⾦ 35 41 
繰延税⾦資産⼩計 345,454 430,831 
税務上の繰越⽋損⾦に係る評価性引当額 （注）2 △ 339,041 △379,619 
 将来減算⼀時差異等の合計に係る評価性引当額 △ 6,412 △51,212 
評価性引当⾦⼩計 （注）1 △ 345,454 △430,831 
繰延税⾦資産合計 − − 

   
繰延税⾦負債   
 投資有価証券 1,293 39 
繰延税⾦負債合計 1,293 39 
繰延税⾦負債の純額 1,293 39 

（注）1 評価性引当⾦の主な変動理由 
税務上の⽋損⾦の増加     379,619 千円 
 

（注）2 税務上の繰越⽋損⾦及びその繰延税⾦資産の繰越期限別の⾦額 
前事業年度（2022 年 3 ⽉ 31 ⽇）  

  （単位：千円） 
  1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 5 年超 合計 
税務上の繰越⽋損⾦ ※1 − − − − − 339,041 339,041 
評価性引当⾦ − − − − − △ 339,041 △ 339,041 
繰延税⾦資産 − − − − − − − 

※1 税務上の繰越⽋損⾦は、法定実効税率を乗じた額であります。 
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当事業年度（2023 年 3 ⽉ 31 ⽇） 

  （単位：千円） 
  1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 5 年超 合計 
税務上の繰越⽋損⾦ ※1 − − − − − 379,619 379,619 
評価性引当⾦ − − − − − △379,619 △ 379,619 
繰延税⾦資産 − − − − − − − 

※1 税務上の繰越⽋損⾦は、法定実効税率を乗じた額であります。 
 
２．法定実効税率と税効果会計適⽤後の法⼈税等の負担率との差異の原因となった主要な
項⽬別の内訳 
前事業年度（2022 年 3 ⽉ 31 ⽇） 

法定実効税率 30.6％ 
 （調整）  
 交際費等永久に損⾦に算⼊されない項⽬ 0.0% 
 評価性引当額等 △30.6％ 
 住⺠税均等割額 0.7％ 
税効果会計適⽤後の法⼈税等の負担率 0.7％  

 
当事業年度（2023 年 3 ⽉ 31 ⽇） 

税引前純損失を計上しているため注記を省略しております。 
 
（確定拠出制度に基づく退職給付） 
１．確定拠出制度の概要 
 当社では、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出制度を採⽤しております。 
   
２．確定拠出制度に係る退職給付費⽤の額 
 当社の確定拠出制度への要拠出額は、以下の通りであります。 

  （単位：千円） 

  
前事業年度 

(2022 年 3 ⽉ 31 ⽇) 
当事業年度 

(2023 年 3 ⽉ 31 ⽇) 
退職給付費⽤ 1,058 1,667 

 
３．その他の事項 
 該当事項はありません。 
 



 

 

－ 98 －

(セグメント情報等) 
【セグメント情報】 
前事業年度（⾃ 2021 年 4 ⽉ 1 ⽇  ⾄ 2022 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
  当社は、投資運⽤業などの⾦融商品取引業を中⼼とする営業活動を展開しております。 
 これらの営業活動は、⾦融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と⼀体となった 
  営業活動を基に収益を得ております。従って、当社の事業区分は「投資・⾦融サービス  
 業」として単⼀であるため、記載を省略しております。 
 
当事業年度（⾃ 2022 年 4 ⽉ 1 ⽇  ⾄ 2023 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
  当社は、投資運⽤業などの⾦融商品取引業を中⼼とする営業活動を展開しております。 
 これらの営業活動は、⾦融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と⼀体となった 
  営業活動を基に収益を得ております。従って、当社の事業区分は「投資・⾦融サービス  
  業」として単⼀であるため、記載を省略しております。 
 
【関連情報】 
前事業年度（⾃ 2021 年 4 ⽉ 1 ⽇  ⾄ 2022 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
（1）製品及びサービスごとの情報 

  外部顧客からの営業収益 
投資信託委託業 470,563 千円 
確定拠出年⾦事業 15,273 千円 
合計 485,836 千円 

 
（2）地域ごとの情報 
  ①営業収益 
   国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の 90％超であるため、記載を 
   省略しております。 
  ②有形固定資産 
   国外に所在している有形固定資産が無いため、記載を省略しております。 
 
（3）主要な顧客ごとの情報 

顧客の名称 内容 営業収益 関連するセグメント名 

KDDI 株式会社 保険契約代⾏業務収⼊等 2,736,855 千円 投資・⾦融サービス業 
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当事業年度（⾃ 2022 年 4 ⽉ 1 ⽇  ⾄ 2023 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
（1）製品及びサービスごとの情報 

 

 
（2）地域ごとの情報 
  ①営業収益 
   国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の 90％超であるため、記載を 
   省略しております。 
  ②有形固定資産 
   国外に所在している有形固定資産が無いため、記載を省略しております。 
 
（3）主要な顧客ごとの情報 

顧客の名称 内容 売上⾼ 関連するセグメント名 

KDDI 株式会社 保険契約代⾏業務収⼊等 2,357,474 千円 投資・⾦融サービス業 

 
 
 
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 
前事業年度（⾃ 2021 年 4 ⽉ 1 ⽇  ⾄ 2022 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
 該当事項はありません。 
 
当事業年度（⾃ 2022 年 4 ⽉ 1 ⽇  ⾄ 2023 年 3 ⽉ 31 ⽇） 

「損益計算書関係」の「減損損失に関する事項」に記載のとおり発⽣しておりますが、 
報告セグメントが単⼀のため、記載しておりません。 

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残⾼に関する情報】 
前事業年度（⾃ 2021 年 4 ⽉ 1 ⽇  ⾄ 2022 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
 該当事項はありません。 
 
当事業年度（⾃ 2022 年 4 ⽉ 1 ⽇  ⾄ 2023 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
 該当事項はありません。 
 

  外部顧客からの営業収益 
投資信託委託業 304,230 千円 
確定拠出年⾦事業 21,432 千円 
合計 325,663 千円 
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【報告セグメントごとの負ののれん発⽣益に関する情報】 
前事業年度（⾃ 2021 年 4 ⽉ 1 ⽇  ⾄ 2022 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
 該当事項はありません。 
 
当事業年度（⾃ 2022 年 4 ⽉ 1 ⽇  ⾄ 2023 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
 該当事項はありません。 
 
(関連当事者情報)  
前事業年度（⾃ 2021 年 4 ⽉ 1 ⽇  ⾄ 2022 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
１．関連当事者との取引 
 (1) 親会社及び法⼈主要株主等                        (単位：千円) 

種
類 

会社等 

の名称 

本店 

所在地 

資本⾦ 

⼜は 

出資⾦ 

(百万円) 

事業の 

内容 

議決権等 

の所有 

(被所有) 

割合 

関連 

当事者 

との 

関係 

取引の内容 

取引⾦額 

(消費税等 

含まず) 

科⽬ 

期末残⾼ 

(消費税等 

含む) 

親
会
社 

KDDI 

株式会社 

東京都 

千代⽥区  
141,852 

電気 

通信 

事業 

被所有 

間接 

66.6% 

サービス 

提供・ 

資⾦貸付 

保険契約 

代⾏業務等 

（注 1） 

2,736,054  
未収⼊⾦ 234,212  

未収収益 232,004 

資⾦の貸付 

（注 1） 
37,249  短期貸付⾦ 456,349  

営業費⽤ 

（注 1） 
133,268  未払⾦ 5,958  

 
(2) 兄弟会社等                                  (単位：千円) 

種
類 

会社等 

の名称 

本店 

所在地 

資本⾦ 

⼜は 

出資⾦ 

(百万円) 

事業

の 

内容 

議決権等 

の所有 

(被所有) 

割合 

関連 

当事者 

との 

関係 

取引の内容 

取引⾦額 

(消費税等 

含まず) 

科⽬ 

期末残⾼ 

(消費税等 

含む) 

兄
弟
会
社 

au 損害

保険 

株式会社 

東京都 

港区  
3,150 

損害 

保険 

業 

− 保険契約 

保証⾦の 

差⼊（注 1） 
54,300  差⼊保証⾦ 54,300  

保険料⽀払 

（注 1） 
2,035,940  

未払⾦ 162,917 

未払費⽤ 160,250  

au ペイ

メント 

株式会社 

東京都 

港区 
495 

資⾦ 

決済 

業 

− 資⾦借⼊ 

資⾦の返済 

（注 1） 
200,000 短期借⼊⾦ 100,000 

利息の⽀払 

（注 1） 
372 − − 
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（注）取引条件及び取引条件の決定⽅針等 
１ 価格その他の取引条件は、市場情勢を勘案して当社が希望価格を提⽰し、 
  価格交渉による合意の上で決定しております。 
２ 取引⾦額には消費税等を含めておりません。 
  期末残⾼には消費税等を含めております。 

 
２．親会社に係る注記        
  ・KDDI 株式会社（東京証券取引所市場第⼀部）    
  ・au フィナンシャルホールディングス 株式会社（⾮上場） 
 
 
当事業年度（⾃ 2022 年 4 ⽉ 1 ⽇  ⾄ 2023 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
１．関連当事者との取引        
 (1) 親会社及び法⼈主要株主等                       (単位：千円) 

種
類 

会社等 

の名称 

本店 

所在地 

資本⾦ 

⼜は 

出資⾦ 

(百万円) 

事業の 

内容 

議決権等 

の所有 

(被所有) 

割合 

関連 

当事者 

との 

関係 

取引の内容 

取引⾦額 

(消費税等 

含まず) 

科⽬ 

期末残⾼ 

(消費税等 

含む) 

親
会
社 

KDDI 

株式会社 

東京都 

千代⽥区  
141,852 

電気 

通信 

事業 

被所有 

間接 

66.6% 

サービス 

提供・資

⾦貸付・

出向契約

等 

保険契約 

代⾏業務等 

（注 1） 

2,357,474  未収⼊⾦ 398,271  

資⾦の貸付 

（注 1） 

（注 2） 

△142,310  短期貸付⾦ 314,664  

営業費⽤ 

（注 1） 
124,418  前受収益 30,808  

親
会
社 

au フィ

ナンシャ

ルホール

ディング

ス株式会

社 

東京都 

中央区 
25,000 

経営 

管理 

業等 

被所有 

直接 

66.6% 

出向契

約・役務

提供等 

営業費⽤

（注 1） 
66,060 − − 
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(2) ⼦会社等                                  (単位：千円) 

種
類 

会社等 

の名称 

本店 

所在地 

資本⾦ 

⼜は 

出資⾦ 

(百万円) 

事業

の 

内容 

議決権等 

の所有 

(被所有) 

割合 

関連 

当事者 

との関係 

取引の内容 

取引⾦額 

(消費税等 

含まず) 

科⽬ 

期末残⾼ 

(消費税等 

含む) 

⼦
会
社 

ａｕフ

ィナン

シャル

パート

ナー株

式会社 

東京都 

千代⽥

区 

200 

保険

代理

業等 

所有 

直接 

50.0% 

システム

賃貸・保

守 

保険システム 

貸与等 

（注 1） 

22,240 − − 

 
(3) 兄弟会社等                               (単位：千円) 

種
類 

会社等 

の名称 

本店 

所在地 

資本⾦ 

⼜は 

出資⾦ 

(百万円) 

事業

の 

内容 

議決権等 

の所有 

(被所有) 

割合 

関連 

当事者 

との 

関係 

取引の内容 

取引⾦額 

(消費税等 

含まず) 

科⽬ 

期末残⾼ 

(消費税等 

含む) 

そ
の
他
の
関
係
会
社 

⼤和証券 

株式会社 

東京都 

千代⽥

区 

100,000 

⾦融

商品

取引

業等 

− 
出向契

約・事務

代⾏等 

営業費⽤ 

（注 1） 
67,990 − − 

株式会社 

⼤和総研 

東京都 

江東区 
3,898 

シス

テム

コン

サル

等 

− 

出向契

約・シス

テム開発

等 

営業費⽤ 

（注 1） 
40,394 − − 

兄
弟
会
社 

au 損害

保険 

株式会社 

東京都 

港区  
3,150 

損害 

保険 

業 

− 
保険契約

等 

保証⾦の 

差⼊（注 1） 
54,300 差⼊保証⾦ 54,300 

保険料⽀払 

（注 1） 
1,784,747 未払⾦ 269,567 

au ペイ

メント 

株式会社 

東京都 

港区 
495 

資⾦ 

決済 

業 

− 
資⾦借⼊

等 

資⾦の借⼊ 

（注 1） 
1,800,000 

短期借⼊⾦ 900,000 
資⾦の返済 

（注 1） 
1,000,000 

利息の⽀払 

（注 1） 
1,744 
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（注）取引条件及び取引条件の決定⽅針等      
  １ 価格その他の取引条件は、市場情勢を勘案して当社が希望価格を提⽰し、 
    価格交渉による合意の上で決定しております。 

２ グループ内資⾦の調達・運⽤の⼀元化と有効活⽤を⽬的とした、グループ・ファイ
ナンス取引であります。なお、資⾦の貸借を随時⾏っているため、事業年度中の取
引⾦額を純額で記載しております。 

  ３ 取引⾦額には消費税等を含めておりません。 
    期末残⾼には消費税等を含めております。     
          
２．親会社に係る注記        
  ・KDDI 株式会社（東京証券取引所 プライム市場）     
  ・au フィナンシャルホールディングス 株式会社（⾮上場） 
 
 
(１株当たり情報)  

項⽬ 
前事業年度 

（⾃ 2021 年 4 ⽉ 1 ⽇ 
 ⾄ 2022 年 3 ⽉ 31 ⽇） 

当事業年度 
（⾃ 2022 年 4 ⽉ 1 ⽇  

⾄ 2023 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
１株当たり純資産額 10,852 円 79 銭 7,295 円 33 銭 
１株当たり当期純利益⼜は当期純
損失（△） 

1,643 円 31 銭 △3,506 円 88 銭 

（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益⾦額については、潜在株式が存在しないため 
記載しておりません。 
 
（注）１株当たり当期純利益⼜は当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであり
ます。 

  
前事業年度 

（⾃ 2021 年 4 ⽉ 1 ⽇ 
 ⾄ 2022 年 3 ⽉ 31 ⽇） 

当事業年度 
（⾃ 2022 年 4 ⽉ 1 ⽇  

⾄ 2023 年 3 ⽉ 31 ⽇） 
当期純利益⼜は当期純損失（△） 
（千円） 

131,464 △280,550 

普通株主に帰属しない⾦額（千円） − − 
普通株式に係る当期純利益⼜は当期純損
失（△）（千円） 

131,464 △280,550 

普通株式の期中平均株式数（株） 80,000 80,000 
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(重要な後発事象) 
１．⼦会社株式の譲渡 

当社は、2023 年 2 ⽉ 27 ⽇開催の取締役会において、⼦会社である au フィナンシャルパ
ートナー株式会社の全株式について、au フィナンシャルホールディングス株式会社へ譲
渡することを決議し、2023 年 4 ⽉ 1 ⽇付で株式譲渡契約を締結致しました。尚、取得価
額と譲渡価額は同額であり、譲渡損益は発⽣しておりません。 

   
譲渡の理由：au フィナンシャルグループ内での資本関係整理のため 
譲渡の時期：2023 年 4 ⽉ 1 ⽇  
譲渡する株式の数：4,000 株（持分⽐率：50％） 
譲渡価額：2 億円 
譲渡後の当社持分⽐率：0％ 
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４【利害関係人との取引制限】 

 

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

行為が禁止されています。 

① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと

（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ

がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。 
 

② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若し

くは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で

定めるものを除きます。）。 
 

③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法

人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密

接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤にお

いて同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該

金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を

いいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。 
 

④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運

用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 
 

⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者

の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるも

のとして内閣府令で定める行為。 

 

５【その他】 

 

ａ．定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項 

① 2018年9月28日付で、事業目的の追加を行うため、定款を変更しました。 

② 2019年6月17日付で、事業目的の追加を行うため、定款を変更しました。 

③ 2019年7月1日付で、ＫＤＤＩアセットマネジメント株式会社よりauアセットマネジメント株式会

社へ商号を変更するため、定款を変更しました。 

④ 2019年9月24日付で、auフィナンシャルパートナー株式会社の設立のため、２億円の出資を行いま

した。 

⑤ 2020年3月31日付で、事業目的の追加及び削除を行うため、定款を変更しました。 

⑥ 2020年6月15日付で、事業目的の追加を行うため、定款を変更しました。 

⑦ 2023年4月1日付で、auフィナンシャルグループ内での資本関係整理のため、auフィナンシャルパ

ートナーズ株式会社の全株式4,000株をauフィナンシャルホールディングス株式会社へ譲渡しまし

た。  
 

ｂ．訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

追加型証券投資信託 

 
 

auAM かんたん投資専用ファンド（株式重視型） 

 約  款 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

au アセットマネジメント株式会社 

 



 

運用の基本方針 
 
約款第 18条に基づき委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。 

 
１．基本方針 

この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 

 
２．運用方法  

(1) 投資対象 
投資信託証券を主要投資対象とします。  

 
(2) 投資態度 

①  主に別に定める投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む全世界の株式および投資適格
債券へ分散投資を行います。 

②  全世界株式の運用にあたっては FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資
成果を目指して運用を行い、投資適格債券の運用にあたってはブルームバーグ・グローバル総合イン
デックスに連動する投資成果を目指して運用を行います。 

③ 別に定める投資信託証券への投資割合は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 
④  為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行いません。 

⑤ 日本を含む全世界の株式および投資適格債券の基本配分は、株式 80％、債券 20％とします。 

 ⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあ
ります。 

 

(3) 投資制限 
① 投資信託証券への投資制限 

投資信託証券（上場投資信託証券）の投資割合には制限を設けません。 

② 株式への投資制限 
株式への直接投資は、行いません。 

③ 外貨建資産への投資制限 

外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポ
ージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100分の 10、合計で 100分の 20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。 

 
３．収益分配方針 

① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 

② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 

③  留保益は、上記「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。 
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追加型証券投資信託 

auAM かんたん投資専用ファンド（株式重視型） 

約 款 

 
（信託の種類、委託者、受託者および信託事務の委託） 

第 1条 この信託は、証券投資信託であり、au アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ
信託銀行株式会社を受託者とします。 

② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けま
す。 

③ 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部につい
て、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を
受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1
項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第 17
条第 1 項、第 17 条第 2 項および第 21 条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、こ
れを委託することができます。 

④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがな
い場合に行うものとします。 

 

（信託の目的および金額） 

第 2条  委託者は、金 500 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを
引き受けます。 

 

（信託金の限度額） 

第 3条 委託者は、受託者と合意のうえ、5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 

 

（信託期間） 

第 4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 40 条第 1 項、第 40 条第 2 項、第 41 条第 1 項、第 42
条第 1項および第 44 条第 2項の規定による信託終了日までとします。 

 

（受益権の取得申込の勧誘の種類） 

第 5条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合
に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2条第 8項で定める公募により行われます。 

 

（当初の受益者） 

第 6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、
第 7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

 

（受益権の分割および再分割） 

第 7条 委託者は、第 2 条の規定による受益権については 500 億口を上限として、追加信託によって生じ
た受益権については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割しま
す。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいま
す。）に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

③ 前項の規定により受益権の再分割を行うにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の
端数が生じることとなる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関
ごとに行います。また、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の
比率に基づき委託者が計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託
者が計算する受益権口数を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上する
こととします。 

 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 

第 8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数
を乗じた額とします。 
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② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会
規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控
除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除した金額をい
います。 

③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の
資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客
電信売買相場の仲値によって計算します。 

④ 第20条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場
の仲値によるものとします。 

 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第 9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第 10条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、委託者があらかじ
めこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に規定する
「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関
（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といい
ます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消
された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変
更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 

③ 委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな
記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関
等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿へ
の新たな記載または記録を行います。 

 

（受益権の設定にかかる受託者の通知） 

第 11条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた
受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる
信託を設定した旨の通知を行います。 

 

（受益権の申込単位および価額） 

第 12条 委託者および指定販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金
融商品取引業を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機
関をいいます。以下同じ。）は、第 7 条第 1 項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、
最低単位を 1 円単位または 1 口単位として委託者および指定販売会社が定める単位をもって取得の
申込に応じることができます。ただし、委託者および指定販売会社と別に定める積立投資約款に従
い積立投資契約を結んだ取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取得の申込に応じることができ
るものとします。 

② 前項の取得申込者は委託者および指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己の
ために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者(第 36 条の
委託者の指定する口座管理機関を含みます。)および指定販売会社は、当該取得申込の代金（第4項
または第 5 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き
換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。 

③ 第 1 項の規定にかかわらず、積立投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合を除き、委託者
および指定販売会社は、別に定めるファンド休業日を取得申込受付日とする受益権の取得申込の受
付を行ないません。 

④ 第 1 項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、委託者および指定販売会社
が別に定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」とい
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います。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に
かかる受益権の価額は、1 口につき 1 円に、委託者および指定販売会社が別に定める手数料および
当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 

⑤  前項の規定にかかわらず、受益者が積立投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益
権の価額は、原則として、第 29 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 

⑥  前各項の規定にかかわらず、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第 16項に規定する金融商品
取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取
引所」ということがあります。以下同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止その他や
むを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規
制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動
性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生し、委託者が追加設定を制限する措
置をとった場合には、委託者および指定販売会社は、取得申込の受付を中止することができるほか、
すでに受け付けた取得申込を取消すことができるものとします。 

 

（受益権の譲渡にかかる記載または記録） 

第 13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に
社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。 

③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または

記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

 

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第 14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者およ
び受託者に対抗することができません。 

 

（投資の対象とする資産の種類） 

第 15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。） 
イ．有価証券 

ロ．約束手形 

ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げ
るもの 

2．次に掲げる特定資産以外の資産 
イ．為替手形 

 

（有価証券および金融商品の指図範囲等） 

第 16条 委託者は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図することができます。 

1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 

2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの 

3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券
と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。） 

4．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

5．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。） 

なお、第３号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し
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条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるもの
とします。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する
ことを指図することができます。 

1．預金 

2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

3．コール・ローン 

4．手形割引市場において売買される手形 

③  第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用するこ
とを指図することができます。 

 

（利害関係人等との取引等） 

第 17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投

資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と受託
者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者
の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人、第21条第1項に定める信託
業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 15 条、第 16
条第 1 項および第 16 条第 2 項に掲げる資産への投資等ならびに第 20 条、第 24 条から第 26 条まで
に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことが
できる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるも
のとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場
合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法
第31条の 4第 3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託
者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第15条、第16条第 1項および第 16条第 2項に掲げ
る資産への投資等ならびに第20条、第24条から第26条までに掲げる取引その他これらに類する行
為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該
取引、当該行為を行うことができます。 

④ 前 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項および同法第 32 条
第 3項の通知は行いません。 

 
（運用の基本方針） 

第 18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行い
ます。 

 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第 19条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。 

 

（外国為替予約取引の指図） 

第 20条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
ができます。 

 
（信託業務の委託等） 

第 21条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託
業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含み
ます。）を委託先として選定します。 
1．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

2．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められ
ること 
3．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う
体制が整備されていること 



－ 5 － 

4．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合
していることを確認するものとします。 

③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める
者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 
1．信託財産の保存にかかる業務 

2．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

3．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為
にかかる業務 
4．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

 

（混蔵寄託） 

第 22条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融
商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。
以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取
引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該
金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一
種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。 

 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第 23条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をするこ
ととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、
すみやかに登記または登録をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属す
る旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するもの
とします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理する
ことがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

 

（一部解約の請求および有価証券売却等の指図） 

第 24条 委託者は、信託財産に属する投資信託証券にかかる信託契約の一部解約の請求および信託財産に
属する有価証券の売却等の指図ができます。 

 

（再投資の指図） 

第 25条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証
券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 

 

（資金の借入れ） 

第 26条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支
払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額
を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10％
を超えないこととします。 

③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 
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（損益の帰属） 

第 27条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。 

 
（受託者による資金の立替え） 

第 28条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は
資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入
金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財
産に繰り入れることができます。 

③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれ
を定めます。 

 

（信託の計算期間） 

第 29条 この信託の計算期間は、毎年 12 月 11 日から翌年 12 月 10 日までとします。ただし、第 1 計算期
間は、投資信託契約締結日から 2023 年 12 月 11 日までとします。 

② 前項の規定にかかわらず、前項の規定により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
いいます。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の
計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 4 条に定める信託期間
の終了日とします。 

 

（信託財産に関する報告等） 

第 30条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に

提出します。 
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託
者に提出します。 

③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37条第 3項に定める報告は
行わないこととします。 

④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くこと
のできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれ
のない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないもの
とします。 

 

（信託事務の諸費用および監査報酬） 

第 31条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額（以下「諸経費」
といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

② 投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎計算期間の最初の 6 カ月終了日（6 カ月終了
日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに投資信託
財産の財務諸表の監査に要する費用にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から
支弁します。 

③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益
金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受
益者の負担とし、当該益金から支弁します。 

 

（信託報酬等の額および支弁の方法） 

第 32条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第29条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の
純資産総額に年 10,000 分の 65 の率を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定め
ます。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 カ月終了日（6 カ月終了日が休業日の場合には、翌営
業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 

③ 第 1 項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支
弁します。 
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（収益の分配方式） 

第 33条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

1．配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」とい

います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し
た後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、そ
の一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 

2．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報
酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配にあてるため、受益者に分配せず、分配準備積立金として積み立てることもできます。 

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第 34条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 カ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算
期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分
配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者または指
定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、積立投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、
受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営
業日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞
なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得申込により
増加した受益権は、第 10条第 3項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。 

③ 委託者は、委託者の自らの募集に係る受益権に帰属する収益分配金（受益者が自己に帰属する受

益権の全部もしくは一部について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資に係る受益権の

取得申込みをしないことをあらかじめ申出た場合において、委託者が当該申出を受付けた受益権に

帰属する収益分配金を除きます。）をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益

分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該受益権の取得申込みに応

じることにより増加した受益権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録

されます。 

④ 委託者は、前項の受益者がその有する受益権の全部の口数について第38条第2項により信託の一
部解約が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前項の規定にかかわら
ず、そのつど受益者に支払います。 

⑤ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同
じ。）は、信託終了日後 1 カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の
振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため委託者または指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機
関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同
口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の
減少の記載または記録が行われます。 

⑥  一部解約金（第38条第3項の一部解約の価額に、当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。
以下同じ。）は、第 38条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業
日目から当該受益者に支払います。 

⑦ 前各項（第 2 項および第 3 項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の
支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。ただし、委託者の自らの募集にか
かる受益権に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者において行うもの
とします。 

⑧ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時
の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 
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（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 

第 35条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金につい
ては第 34 条第 5 項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 34 条第 6 項に規定する
支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約
金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

 

（委託者の自らの募集に係る受益権の口座管理機関） 

第 36条 委託者は、委託者の自らの募集に係る受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への
記載または記録等に関する業務を委任することができます。 

 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 37条 受益者が、収益分配金については第 34条第 1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請
求しないときならびに信託終了による償還金については第 34 条第 5 項に規定する支払開始日から
10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者
に帰属します。 

 

（信託契約の一部解約） 

第 38条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、最低単位を 1 口単位として委託者および指定販売会社
が定める単位（積立投資契約にかかる受益権については、1 口の整数倍とします。）をもって、委
託者に一部解約の実行を請求することができます。 

② 委託者は、前項の一部解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。ただ
し、委託者は、別に定めるファンド休業日においては、一部解約の実行の請求の受付を行ないませ
ん。なお、前項の一部解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当
該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に
かかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の
口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

③ 前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 

④ 受益者が第 1 項の一部解約請求をするときは、委託者または指定販売会社に対し、振替受益権を
もって行うものとします。 

⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然
災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少
ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合には、第 1 項による一部解約請求の受付を
中止することができるほか、すでに受け付けた一部解約請求を取消すことができるものとします。 

⑥ 前項により一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合
には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一
部解約請求を受け付けたものとして、第 3項の規定に準じて算出した価額とします。 

 

（質権口記載または記録の受益権の取扱い） 

第 39条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、
民法その他の法令等に従って取り扱われます。 

 

（信託契約の解約） 

第 40条 委託者は、信託期間中において、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合もしくはこの信
託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場
合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、この信託契約を
解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を
監督官庁に届け出ます。 

③ 委託者は、第１項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、
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当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

④ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約にかかる
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成す
るものとみなします。 

⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数
をもって行います。 

⑥ 第 3 項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、第 3項から前項までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。 

 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第 41条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約
を解約し信託を終了させます。 

②  委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第45条の規定に
従います。 

 
（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第 42条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会
社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 45 条の書面決議で否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 

 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第 43条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事
業を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契
約に関する事業を承継させることがあります。 

 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第 44条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、第 45 条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上
記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

（信託約款の変更等） 

第 45条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以
下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更するこ
とができないものとします。 

② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限
り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場
合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその
理由等の事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
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るときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款にかかる
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成す
るものとみなします。 

④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数
をもって行います。 

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 

⑥ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
意思表示をしたときには適用しません。 

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、
当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、
当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 

 
（反対受益者の受益権買取請求の不適用） 

第 46条 この信託は、受益者が第38条の規定による一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の一
部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第 40 条に規定する信託契約の
解約または前条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に
関する法律第 18 条第 1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。 

 

（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 

第 47条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはで
きません。 

1．他の受益者の氏名または名称および住所 

2．他の受益者が有する受益権の内容 

 

（運用報告書に記載すべき事項の提供） 

第 48条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める運用報告書の交付に代え
て、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。この場合において、委託者は、
運用報告書を交付したものとみなします。 

②  前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。 

 

（公告） 

第 49条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 
https://www.kddi-am.com/ 

② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。 

 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第 50条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 
 
（付 則） 

 
第 1 条 この約款において「積立投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者および指

定販売会社が締結する「積立投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むも
のとします。この場合、「積立投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。 

第 2条  第 34 条第 8項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受
益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数に
より加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者
ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、
追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 
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2022 年 12 月 21 日 
 

 
 
 
 
 
 
   

委託者 a u アセットマネジメント株式会社 

 

 

受託者 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 
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Ⅰ別に定めるファンド休業日 
 

約款第 12条および第 38条の「別に定めるファンド休業日」とは、次の日をいいます。 
 

１．ニューヨーク証券取引所、およびニューヨークの銀行の休業日 
 
２．前号のほか、一部解約金の支払い等に支障をきたす恐れがあるとして委託者が定める日 
 

 
 
 

 
Ⅱ 別に定める投資信託証券 

 

約款第 16条および「運用の基本方針」の「別に定める投資信託証券」とは、委託者が選定した上場投資信

託証券および投資信託証券とします。 

 
次の図表に示されている資産クラスを主な投資対象とする上場投資信託証券 

 
※委託者が選定した、上記上場投資信託証券および投資信託証券は、変更、追加または削除される場合が

あります。 

資産クラス 投資対象 

株式 世界株式 

債券 世界債券 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

追加型証券投資信託 

 
 

auAM かんたん投資専用ファンド（株式シフト型） 

 約  款 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

au アセットマネジメント株式会社 

 



 

運用の基本方針 
 
約款第 18条に基づき委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。 

 
１．基本方針 

この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 

 
２．運用方法  

(1) 投資対象 
投資信託証券を主要投資対象とします。  

 
(2) 投資態度 

①  主に別に定める投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む全世界の株式および投資適格
債券へ分散投資を行います。 

②  全世界株式の運用にあたっては FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資
成果を目指して運用を行い、投資適格債券の運用にあたってはブルームバーグ・グローバル総合イン
デックスに連動する投資成果を目指して運用を行います。 

③ 別に定める投資信託証券への投資割合は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 
④  為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行いません。 

⑤ 日本を含む全世界の株式および投資適格債券の基本配分は、株式 60％、債券 40％とします。 

 ⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、 
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあ
ります。 

 
(3) 投資制限 

①  投資信託証券への投資制限 
投資信託証券（上場投資信託証券）の投資割合には制限を設けません。 

②  株式への投資制限 

株式への直接投資は、行いません。 
③ 外貨建資産への投資制限 

外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

④  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。 

 

３．収益分配方針 

① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 

② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 

③  留保益は、上記「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。 
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追加型証券投資信託 

auAM かんたん投資専用ファンド（株式シフト型） 

約 款 

 
（信託の種類、委託者、受託者および信託事務の委託） 

第 1条 この信託は、証券投資信託であり、au アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ
信託銀行株式会社を受託者とします。 

② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けま
す。 

③ 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部につい
て、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を
受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1
項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第 17
条第 1 項、第 17 条第 2 項および第 21 条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、こ
れを委託することができます。 

④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがな
い場合に行うものとします。 

 

（信託の目的および金額） 

第 2条  委託者は、金 500 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを
引き受けます。 

 

（信託金の限度額） 

第 3条 委託者は、受託者と合意のうえ、5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 

 

（信託期間） 

第 4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 40 条第 1 項、第 40 条第 2 項、第 41 条第 1 項、第 42
条第 1項および第 44 条第 2項の規定による信託終了日までとします。 

 

（受益権の取得申込の勧誘の種類） 

第 5条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合
に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2条第 8項で定める公募により行われます。 

 

（当初の受益者） 

第 6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、
第 7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

 

（受益権の分割および再分割） 

第 7条 委託者は、第 2 条の規定による受益権については 500 億口を上限として、追加信託によって生じ
た受益権については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割しま
す。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいま
す。）に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

③ 前項の規定により受益権の再分割を行うにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の
端数が生じることとなる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関
ごとに行います。また、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の
比率に基づき委託者が計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託
者が計算する受益権口数を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上する
こととします。 

 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 

第 8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数
を乗じた額とします。 
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② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会
規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控
除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除した金額をい
います。 

③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の
資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客
電信売買相場の仲値によって計算します。 

④ 第20条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場
の仲値によるものとします。 

 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第 9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第 10条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、委託者があらかじ
めこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に規定する
「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関
（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といい
ます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消
された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変
更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 

③ 委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな
記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関
等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿へ
の新たな記載または記録を行います。 

 

（受益権の設定にかかる受託者の通知） 

第 11条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた
受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる
信託を設定した旨の通知を行います。 

 

（受益権の申込単位および価額） 

第 12条 委託者および指定販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金
融商品取引業を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機
関をいいます。以下同じ。）は、第 7 条第 1 項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、
最低単位を 1 円単位または 1 口単位として委託者および指定販売会社が定める単位をもって取得の
申込に応じることができます。ただし、委託者および指定販売会社と別に定める積立投資約款に従
い積立投資契約を結んだ取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取得の申込に応じることができ
るものとします。 

② 前項の取得申込者は委託者および指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己の
ために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者(第 36 条の
委託者の指定する口座管理機関を含みます。)および指定販売会社は、当該取得申込の代金（第4項
または第 5 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き
換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。 

③ 第 1 項の規定にかかわらず、積立投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合を除き、委託者
および指定販売会社は、別に定めるファンド休業日を取得申込受付日とする受益権の取得申込の受
付を行ないません。 

④ 第 1 項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、委託者および指定販売会社
が別に定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」とい
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います。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に
かかる受益権の価額は、1 口につき 1 円に、委託者および指定販売会社が別に定める手数料および
当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 

⑤  前項の規定にかかわらず、受益者が積立投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益
権の価額は、原則として、第 29 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 

⑥  前各項の規定にかかわらず、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第 16項に規定する金融商品
取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取
引所」ということがあります。以下同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止その他や
むを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規
制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動
性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生し、委託者が追加設定を制限する措
置をとった場合には、委託者および指定販売会社は、取得申込の受付を中止することができるほか、
すでに受け付けた取得申込を取消すことができるものとします。 

 

（受益権の譲渡にかかる記載または記録） 

第 13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に
社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。 

③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または

記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

 

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第 14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者およ
び受託者に対抗することができません。 

 

（投資の対象とする資産の種類） 

第 15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。） 
イ．有価証券 

ロ．約束手形 

ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げ
るもの 

2．次に掲げる特定資産以外の資産 
イ．為替手形 

 

（有価証券および金融商品の指図範囲等） 

第 16条 委託者は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図することができます。 

1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 

2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの 

3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券
と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。） 

4．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

5．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。） 

なお、第３号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し



－ 4 － 

条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるもの
とします。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する
ことを指図することができます。 

1．預金 

2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

3．コール・ローン 

4．手形割引市場において売買される手形 

③  第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用するこ
とを指図することができます。 

 

（利害関係人等との取引等） 

第 17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投

資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と受託
者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者
の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人、第21条第1項に定める信託
業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 15 条、第 16
条第 1 項および第 16 条第 2 項に掲げる資産への投資等ならびに第 20 条、第 24 条から第 26 条まで
に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことが
できる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるも
のとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場
合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法
第31条の 4第 3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託
者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第15条、第16条第 1項および第 16条第 2項に掲げ
る資産への投資等ならびに第20条、第24条から第26条までに掲げる取引その他これらに類する行
為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該
取引、当該行為を行うことができます。 

④ 前 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項および同法第 32 条
第 3項の通知は行いません。 

 
（運用の基本方針） 

第 18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行い
ます。 

 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第 19条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。 

 

（外国為替予約取引の指図） 

第 20条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
ができます。 

 
（信託業務の委託等） 

第 21条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託
業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含み
ます。）を委託先として選定します。 
1．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

2．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められ
ること 
3．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う
体制が整備されていること 
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4．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合
していることを確認するものとします。 

③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める
者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 
1．信託財産の保存にかかる業務 

2．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

3．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為
にかかる業務 
4．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

 

（混蔵寄託） 

第 22条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融
商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。
以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取
引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該
金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一
種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。 

 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第 23条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をするこ
ととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、
すみやかに登記または登録をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属す
る旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するもの
とします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理する
ことがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

 

（一部解約の請求および有価証券売却等の指図） 

第 24条 委託者は、信託財産に属する投資信託証券にかかる信託契約の一部解約の請求および信託財産に
属する有価証券の売却等の指図ができます。 

 

（再投資の指図） 

第 25条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証
券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 

 

（資金の借入れ） 

第 26条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支
払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額
を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10％
を超えないこととします。 

③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 
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（損益の帰属） 

第 27条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。 

 
（受託者による資金の立替え） 

第 28条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は
資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入
金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財
産に繰り入れることができます。 

③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれ
を定めます。 

 

（信託の計算期間） 

第 29条 この信託の計算期間は、毎年 12 月 11 日から翌年 12 月 10 日までとします。ただし、第 1 計算期
間は、投資信託契約締結日から 2023 年 12 月 11 日までとします。 

② 前項の規定にかかわらず、前項の規定により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
いいます。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の
計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 4 条に定める信託期間
の終了日とします。 

 

（信託財産に関する報告等） 

第 30条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に

提出します。 
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託
者に提出します。 

③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37条第 3項に定める報告は
行わないこととします。 

④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くこと
のできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれ
のない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないもの
とします。 

 

（信託事務の諸費用および監査報酬） 

第 31条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額（以下「諸経費」
といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

② 投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎計算期間の最初の 6 カ月終了日（6 カ月終了
日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに投資信託
財産の財務諸表の監査に要する費用にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から
支弁します。 

③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益
金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受
益者の負担とし、当該益金から支弁します。 

 

（信託報酬等の額および支弁の方法） 

第 32条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第29条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の
純資産総額に年 10,000 分の 65 の率を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定め
ます。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 カ月終了日（6 カ月終了日が休業日の場合には、翌営
業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 

③ 第 1 項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支
弁します。 
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（収益の分配方式） 

第 33条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

1．配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」とい

います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し
た後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、そ
の一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 

2．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報
酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配にあてるため、受益者に分配せず、分配準備積立金として積み立てることもできます。 

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第 34条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 カ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算
期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分
配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者または指
定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、積立投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、
受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営
業日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞
なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得申込により
増加した受益権は、第 10条第 3項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。 

③ 委託者は、委託者の自らの募集に係る受益権に帰属する収益分配金（受益者が自己に帰属する受

益権の全部もしくは一部について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資に係る受益権の

取得申込みをしないことをあらかじめ申出た場合において、委託者が当該申出を受付けた受益権に

帰属する収益分配金を除きます。）をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益

分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該受益権の取得申込みに応

じることにより増加した受益権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録

されます。 

④ 委託者は、前項の受益者がその有する受益権の全部の口数について第38条第2項により信託の一
部解約が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前項の規定にかかわら
ず、そのつど受益者に支払います。 

⑤ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同
じ。）は、信託終了日後 1 カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の
振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため委託者または指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機
関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同
口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の
減少の記載または記録が行われます。 

⑥  一部解約金（第38条第3項の一部解約の価額に、当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。
以下同じ。）は、第 38条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業
日目から当該受益者に支払います。 

⑦ 前各項（第 2 項および第 3 項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の
支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。ただし、委託者の自らの募集にか
かる受益権に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者において行うもの
とします。 

⑧ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時
の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 
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（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 

第 35条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金につい
ては第 34 条第 5 項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 34 条第 6 項に規定する
支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約
金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

 

（委託者の自らの募集に係る受益権の口座管理機関） 

第 36条 委託者は、委託者の自らの募集に係る受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への
記載または記録等に関する業務を委任することができます。 

 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 37条 受益者が、収益分配金については第 34条第 1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請
求しないときならびに信託終了による償還金については第 34 条第 5 項に規定する支払開始日から
10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者
に帰属します。 

 

（信託契約の一部解約） 

第 38条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、最低単位を 1 口単位として委託者および指定販売会社
が定める単位（積立投資契約にかかる受益権については、1 口の整数倍とします。）をもって、委
託者に一部解約の実行を請求することができます。 

② 委託者は、前項の一部解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。ただ
し、委託者は、別に定めるファンド休業日においては、一部解約の実行の請求の受付を行ないませ
ん。なお、前項の一部解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当
該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に
かかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の
口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

③ 前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 

④ 受益者が第 1 項の一部解約請求をするときは、委託者または指定販売会社に対し、振替受益権を
もって行うものとします。 

⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然
災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少
ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合には、第 1 項による一部解約請求の受付を
中止することができるほか、すでに受け付けた一部解約請求を取消すことができるものとします。 

⑥ 前項により一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合
には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一
部解約請求を受け付けたものとして、第 3項の規定に準じて算出した価額とします。 

 

（質権口記載または記録の受益権の取扱い） 

第 39条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、
民法その他の法令等に従って取り扱われます。 

 

（信託契約の解約） 

第 40条 委託者は、信託期間中において、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合もしくはこの信
託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場
合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、この信託契約を
解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を
監督官庁に届け出ます。 

③ 委託者は、第１項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、
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当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

④ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約にかかる
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成す
るものとみなします。 

⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数
をもって行います。 

⑥ 第 3 項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、第 3項から前項までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。 

 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第 41条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約
を解約し信託を終了させます。 

②  委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第45条の規定に
従います。 

 
（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第 42条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会
社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 45 条の書面決議で否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 

 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第 43条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事
業を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契
約に関する事業を承継させることがあります。 

 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第 44条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、第 45 条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上
記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

（信託約款の変更等） 

第 45条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以
下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更するこ
とができないものとします。 

② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限
り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場
合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその
理由等の事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
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るときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款にかかる
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成す
るものとみなします。 

④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数
をもって行います。 

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 

⑥ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
意思表示をしたときには適用しません。 

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、
当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、
当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 

 
（反対受益者の受益権買取請求の不適用） 

第 46条 この信託は、受益者が第38条の規定による一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の一
部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第 40 条に規定する信託契約の
解約または前条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に
関する法律第 18 条第 1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。 

 

（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 

第 47条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはで
きません。 

1．他の受益者の氏名または名称および住所 

2．他の受益者が有する受益権の内容 

 

（運用報告書に記載すべき事項の提供） 

第 48条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める運用報告書の交付に代え
て、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。この場合において、委託者は、
運用報告書を交付したものとみなします。 

②  前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。 

 

（公告） 

第 49条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 
https://www.kddi-am.com/ 

② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。 

 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第 50条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 
 
（付 則） 

 
第 1 条 この約款において「積立投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者および指

定販売会社が締結する「積立投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むも
のとします。この場合、「積立投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。 

第 2条  第 34 条第 8項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受
益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数に
より加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者
ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、
追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 
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2022 年 12 月 21 日 
 

 
 
 
 
 
 
   

委託者 a u アセットマネジメント株式会社 

 

 

受託者 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 
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Ⅰ別に定めるファンド休業日 
 

約款第 12条および第 38条の「別に定めるファンド休業日」とは、次の日をいいます。 
 

１．ニューヨーク証券取引所、およびニューヨークの銀行の休業日 
 
２．前号のほか、一部解約金の支払い等に支障をきたす恐れがあるとして委託者が定める日 
 

 
 
 

 
Ⅱ 別に定める投資信託証券 

 

約款第 16条および「運用の基本方針」の「別に定める投資信託証券」とは、委託者が選定した上場投資信

託証券および投資信託証券とします。 

 
次の図表に示されている資産クラスを主な投資対象とする上場投資信託証券 

 
※委託者が選定した、上記上場投資信託証券および投資信託証券は、変更、追加または削除される場合が

あります。 
 

資産クラス 投資対象 

株式 世界株式 

債券 世界債券 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

追加型証券投資信託 

 
 

auAM かんたん投資専用ファンド（債券シフト型） 

 約  款 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

au アセットマネジメント株式会社 

 



 

運用の基本方針 
 
約款第 18条に基づき委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。 

 
１．基本方針 

この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 

 
２．運用方法  

(1) 投資対象 
投資信託証券を主要投資対象とします。  

 
(2) 投資態度 

①  主に別に定める投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む全世界の株式および投資適格
債券へ分散投資を行います。 

②  全世界株式の運用にあたっては FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資
成果を目指して運用を行い、投資適格債券の運用にあたってはブルームバーグ・グローバル総合イン
デックスに連動する投資成果を目指して運用を行います。 

③ 別に定める投資信託証券への投資割合は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 
④  為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行いません。 

⑤ 日本を含む全世界の株式および投資適格債券の基本配分は、株式 40％、債券 60％とします。 

 ⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、 
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあ
ります。 

 
(3) 投資制限 

①  投資信託証券への投資制限 
投資信託証券（上場投資信託証券）の投資割合には制限を設けません。 

②  株式への投資制限 

株式への直接投資は、行いません。 
③ 外貨建資産への投資制限 

外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

④  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。 

 

３．収益分配方針 

① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 

② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 

③  留保益は、上記「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。 
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追加型証券投資信託 

auAM かんたん投資専用ファンド（債券シフト型） 

約 款 

 
（信託の種類、委託者、受託者および信託事務の委託） 

第 1条 この信託は、証券投資信託であり、au アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ
信託銀行株式会社を受託者とします。 

② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けま
す。 

③ 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部につい
て、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を
受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1
項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第 17
条第 1 項、第 17 条第 2 項および第 21 条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、こ
れを委託することができます。 

④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがな
い場合に行うものとします。 

 

（信託の目的および金額） 

第 2条  委託者は、金 500 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを
引き受けます。 

 

（信託金の限度額） 

第 3条 委託者は、受託者と合意のうえ、5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 

 

（信託期間） 

第 4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 40 条第 1 項、第 40 条第 2 項、第 41 条第 1 項、第 42
条第 1項および第 44 条第 2項の規定による信託終了日までとします。 

 

（受益権の取得申込の勧誘の種類） 

第 5条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合
に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2条第 8項で定める公募により行われます。 

 

（当初の受益者） 

第 6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、
第 7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

 

（受益権の分割および再分割） 

第 7条 委託者は、第 2 条の規定による受益権については 500 億口を上限として、追加信託によって生じ
た受益権については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割しま
す。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいま
す。）に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

③ 前項の規定により受益権の再分割を行うにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の
端数が生じることとなる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関
ごとに行います。また、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の
比率に基づき委託者が計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託
者が計算する受益権口数を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上する
こととします。 

 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 

第 8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数
を乗じた額とします。 
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② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会
規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控
除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除した金額をい
います。 

③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の
資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客
電信売買相場の仲値によって計算します。 

④ 第20条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場
の仲値によるものとします。 

 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第 9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第 10条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、委託者があらかじ
めこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に規定する
「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関
（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といい
ます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消
された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変
更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 

③ 委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな
記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関
等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿へ
の新たな記載または記録を行います。 

 

（受益権の設定にかかる受託者の通知） 

第 11条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた
受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる
信託を設定した旨の通知を行います。 

 

（受益権の申込単位および価額） 

第 12条 委託者および指定販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金
融商品取引業を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機
関をいいます。以下同じ。）は、第 7 条第 1 項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、
最低単位を 1 円単位または 1 口単位として委託者および指定販売会社が定める単位をもって取得の
申込に応じることができます。ただし、委託者および指定販売会社と別に定める積立投資約款に従
い積立投資契約を結んだ取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取得の申込に応じることができ
るものとします。 

② 前項の取得申込者は委託者および指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己の
ために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者(第 36 条の
委託者の指定する口座管理機関を含みます。)および指定販売会社は、当該取得申込の代金（第4項
または第 5 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き
換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。 

③ 第 1 項の規定にかかわらず、積立投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合を除き、委託者
および指定販売会社は、別に定めるファンド休業日を取得申込受付日とする受益権の取得申込の受
付を行ないません。 

④ 第 1 項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、委託者および指定販売会社
が別に定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」とい
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います。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に
かかる受益権の価額は、1 口につき 1 円に、委託者および指定販売会社が別に定める手数料および
当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 

⑤  前項の規定にかかわらず、受益者が積立投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益
権の価額は、原則として、第 29 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 

⑥  前各項の規定にかかわらず、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第 16項に規定する金融商品
取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取
引所」ということがあります。以下同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止その他や
むを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規
制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動
性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生し、委託者が追加設定を制限する措
置をとった場合には、委託者および指定販売会社は、取得申込の受付を中止することができるほか、
すでに受け付けた取得申込を取消すことができるものとします。 

 

（受益権の譲渡にかかる記載または記録） 

第 13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に
社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。 

③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または

記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

 

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第 14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者およ
び受託者に対抗することができません。 

 

（投資の対象とする資産の種類） 

第 15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。） 
イ．有価証券 

ロ．約束手形 

ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げ
るもの 

2．次に掲げる特定資産以外の資産 
イ．為替手形 

 

（有価証券および金融商品の指図範囲等） 

第 16条 委託者は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図することができます。 

1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 

2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの 

3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券
と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。） 

4．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

5．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。） 

なお、第３号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し
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条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるもの
とします。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する
ことを指図することができます。 

1．預金 

2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

3．コール・ローン 

4．手形割引市場において売買される手形 

③  第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用するこ
とを指図することができます。 

 

（利害関係人等との取引等） 

第 17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投

資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と受託
者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者
の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人、第21条第1項に定める信託
業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 15 条、第 16
条第 1 項および第 16 条第 2 項に掲げる資産への投資等ならびに第 20 条、第 24 条から第 26 条まで
に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことが
できる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるも
のとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場
合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法
第31条の 4第 3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託
者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第15条、第16条第 1項および第 16条第 2項に掲げ
る資産への投資等ならびに第20条、第24条から第26条までに掲げる取引その他これらに類する行
為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該
取引、当該行為を行うことができます。 

④ 前 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項および同法第 32 条
第 3項の通知は行いません。 

 
（運用の基本方針） 

第 18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行い
ます。 

 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第 19条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。 

 

（外国為替予約取引の指図） 

第 20条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
ができます。 

 
（信託業務の委託等） 

第 21条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託
業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含み
ます。）を委託先として選定します。 
1．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

2．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められ
ること 
3．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う
体制が整備されていること 
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4．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合
していることを確認するものとします。 

③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める
者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 
1．信託財産の保存にかかる業務 

2．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

3．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為
にかかる業務 
4．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

 

（混蔵寄託） 

第 22条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融
商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。
以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取
引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該
金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一
種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。 

 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第 23条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をするこ
ととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、
すみやかに登記または登録をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属す
る旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するもの
とします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理する
ことがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

 

（一部解約の請求および有価証券売却等の指図） 

第 24条 委託者は、信託財産に属する投資信託証券にかかる信託契約の一部解約の請求および信託財産に
属する有価証券の売却等の指図ができます。 

 

（再投資の指図） 

第 25条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証
券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 

 

（資金の借入れ） 

第 26条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支
払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額
を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10％
を超えないこととします。 

③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 
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（損益の帰属） 

第 27条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。 

 
（受託者による資金の立替え） 

第 28条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は
資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入
金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財
産に繰り入れることができます。 

③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれ
を定めます。 

 

（信託の計算期間） 

第 29条 この信託の計算期間は、毎年 12 月 11 日から翌年 12 月 10 日までとします。ただし、第 1 計算期
間は、投資信託契約締結日から 2023 年 12 月 11 日までとします。 

② 前項の規定にかかわらず、前項の規定により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
いいます。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の
計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 4 条に定める信託期間
の終了日とします。 

 

（信託財産に関する報告等） 

第 30条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に

提出します。 
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託
者に提出します。 

③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37条第 3項に定める報告は
行わないこととします。 

④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くこと
のできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれ
のない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないもの
とします。 

 

（信託事務の諸費用および監査報酬） 

第 31条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額（以下「諸経費」
といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

② 投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎計算期間の最初の 6 カ月終了日（6 カ月終了
日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに投資信託
財産の財務諸表の監査に要する費用にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から
支弁します。 

③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益
金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受
益者の負担とし、当該益金から支弁します。 

 

（信託報酬等の額および支弁の方法） 

第 32条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第29条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の
純資産総額に年 10,000 分の 65 の率を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定め
ます。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 カ月終了日（6 カ月終了日が休業日の場合には、翌営
業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 

③ 第 1 項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支
弁します。 
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（収益の分配方式） 

第 33条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

1．配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」とい

います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し
た後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、そ
の一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 

2．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報
酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配にあてるため、受益者に分配せず、分配準備積立金として積み立てることもできます。 

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第 34条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 カ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算
期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分
配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者または指
定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、積立投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、
受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営
業日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞
なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得申込により
増加した受益権は、第 10条第 3項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。 

③ 委託者は、委託者の自らの募集に係る受益権に帰属する収益分配金（受益者が自己に帰属する受

益権の全部もしくは一部について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資に係る受益権の

取得申込みをしないことをあらかじめ申出た場合において、委託者が当該申出を受付けた受益権に

帰属する収益分配金を除きます。）をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益

分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該受益権の取得申込みに応

じることにより増加した受益権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録

されます。 

④ 委託者は、前項の受益者がその有する受益権の全部の口数について第38条第2項により信託の一
部解約が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前項の規定にかかわら
ず、そのつど受益者に支払います。 

⑤ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同
じ。）は、信託終了日後 1 カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の
振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため委託者または指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機
関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同
口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の
減少の記載または記録が行われます。 

⑥  一部解約金（第38条第3項の一部解約の価額に、当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。
以下同じ。）は、第 38条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業
日目から当該受益者に支払います。 

⑦ 前各項（第 2 項および第 3 項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の
支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。ただし、委託者の自らの募集にか
かる受益権に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者において行うもの
とします。 

⑧ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時
の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 

 

 



－ 8 － 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 

第 35条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金につい
ては第 34 条第 5 項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 34 条第 6 項に規定する
支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約
金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

 

（委託者の自らの募集に係る受益権の口座管理機関） 

第 36条 委託者は、委託者の自らの募集に係る受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への
記載または記録等に関する業務を委任することができます。 

 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 37条 受益者が、収益分配金については第 34条第 1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請
求しないときならびに信託終了による償還金については第 34 条第 5 項に規定する支払開始日から
10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者
に帰属します。 

 

（信託契約の一部解約） 

第 38条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、最低単位を 1 口単位として委託者および指定販売会社
が定める単位（積立投資契約にかかる受益権については、1 口の整数倍とします。）をもって、委
託者に一部解約の実行を請求することができます。 

② 委託者は、前項の一部解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。ただ
し、委託者は、別に定めるファンド休業日においては、一部解約の実行の請求の受付を行ないませ
ん。なお、前項の一部解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当
該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に
かかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の
口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

③ 前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 

④ 受益者が第 1 項の一部解約請求をするときは、委託者または指定販売会社に対し、振替受益権を
もって行うものとします。 

⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然
災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少
ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合には、第 1 項による一部解約請求の受付を
中止することができるほか、すでに受け付けた一部解約請求を取消すことができるものとします。 

⑥ 前項により一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合
には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一
部解約請求を受け付けたものとして、第 3項の規定に準じて算出した価額とします。 

 

（質権口記載または記録の受益権の取扱い） 

第 39条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、
民法その他の法令等に従って取り扱われます。 

 

（信託契約の解約） 

第 40条 委託者は、信託期間中において、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合もしくはこの信
託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場
合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、この信託契約を
解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を
監督官庁に届け出ます。 

③ 委託者は、第１項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、
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当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

④ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約にかかる
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成す
るものとみなします。 

⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数
をもって行います。 

⑥ 第 3 項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、第 3項から前項までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。 

 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第 41条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約
を解約し信託を終了させます。 

②  委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第45条の規定に
従います。 

 
（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第 42条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会
社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 45 条の書面決議で否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 

 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第 43条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事
業を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契
約に関する事業を承継させることがあります。 

 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第 44条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、第 45 条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上
記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

（信託約款の変更等） 

第 45条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以
下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更するこ
とができないものとします。 

② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限
り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場
合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその
理由等の事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
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るときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款にかかる
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成す
るものとみなします。 

④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数
をもって行います。 

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 

⑥ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
意思表示をしたときには適用しません。 

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、
当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、
当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 

 
（反対受益者の受益権買取請求の不適用） 

第 46条 この信託は、受益者が第38条の規定による一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の一
部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第 40 条に規定する信託契約の
解約または前条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に
関する法律第 18 条第 1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。 

 

（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 

第 47条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはで
きません。 

1．他の受益者の氏名または名称および住所 

2．他の受益者が有する受益権の内容 

 

（運用報告書に記載すべき事項の提供） 

第 48条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める運用報告書の交付に代え
て、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。この場合において、委託者は、
運用報告書を交付したものとみなします。 

②  前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。 

 

（公告） 

第 49条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 
https://www.kddi-am.com/ 

② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。 

 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第 50条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 
 
（付 則） 

 
第 1 条 この約款において「積立投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者および指

定販売会社が締結する「積立投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むも
のとします。この場合、「積立投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。 

第 2条  第 34 条第 8項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受
益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数に
より加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者
ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、
追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 
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2022 年 12 月 21 日 
 

 
 
 
 
 
 
   

委託者 a u アセットマネジメント株式会社 

 

 

受託者 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 
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Ⅰ別に定めるファンド休業日 
 

約款第 12条および第 38条の「別に定めるファンド休業日」とは、次の日をいいます。 
 

１．ニューヨーク証券取引所、およびニューヨークの銀行の休業日 
 
２．前号のほか、一部解約金の支払い等に支障をきたす恐れがあるとして委託者が定める日 
 

 
 
 

 
Ⅱ 別に定める投資信託証券 

 

約款第 16条および「運用の基本方針」の「別に定める投資信託証券」とは、委託者が選定した上場投資信

託証券および投資信託証券とします。 

 
次の図表に示されている資産クラスを主な投資対象とする上場投資信託証券 

 
※委託者が選定した、上記上場投資信託証券および投資信託証券は、変更、追加または削除される場合が

あります。 
 

資産クラス 投資対象 

株式 世界株式 

債券 世界債券 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

追加型証券投資信託 

 
 

auAM かんたん投資専用ファンド（債券重視型） 

 約  款 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

au アセットマネジメント株式会社 

 



 

運用の基本方針 
 
約款第 18条に基づき委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。 

 
１．基本方針 

この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 

 
２．運用方法  

(1) 投資対象 
投資信託証券を主要投資対象とします。  

 
(2) 投資態度 

①  主に別に定める投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む全世界の株式および投資適格
債券へ分散投資を行います。 

②  全世界株式の運用にあたっては FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資
成果を目指して運用を行い、投資適格債券の運用にあたってはブルームバーグ・グローバル総合イン
デックスに連動する投資成果を目指して運用を行います。 

③ 別に定める投資信託証券への投資割合は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 
④  為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行いません。 

⑤ 日本を含む全世界の株式および投資適格債券の基本配分は、株式 20％、債券 80％とします。 

 ⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、 
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあ
ります。 

 
(3) 投資制限 

①  投資信託証券への投資制限 
投資信託証券（上場投資信託証券）の投資割合には制限を設けません。 

②  株式への投資制限 

株式への直接投資は、行いません。 
③ 外貨建資産への投資制限 

外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

④  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。 

 

３．収益分配方針 

① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 

② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 

③  留保益は、上記「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。 
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追加型証券投資信託 

auAM かんたん投資専用ファンド（債券重視型） 

約 款 

 
（信託の種類、委託者、受託者および信託事務の委託） 

第 1条 この信託は、証券投資信託であり、au アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ
信託銀行株式会社を受託者とします。 

② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けま
す。 

③ 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部につい
て、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を
受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1
項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第 17
条第 1 項、第 17 条第 2 項および第 21 条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、こ
れを委託することができます。 

④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがな
い場合に行うものとします。 

 

（信託の目的および金額） 

第 2条  委託者は、金 500 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを
引き受けます。 

 

（信託金の限度額） 

第 3条 委託者は、受託者と合意のうえ、5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 

 

（信託期間） 

第 4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 40 条第 1 項、第 40 条第 2 項、第 41 条第 1 項、第 42
条第 1項および第 44 条第 2項の規定による信託終了日までとします。 

 

（受益権の取得申込の勧誘の種類） 

第 5条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合
に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2条第 8項で定める公募により行われます。 

 

（当初の受益者） 

第 6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、
第 7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

 

（受益権の分割および再分割） 

第 7条 委託者は、第 2 条の規定による受益権については 500 億口を上限として、追加信託によって生じ
た受益権については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割しま
す。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいま
す。）に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

③ 前項の規定により受益権の再分割を行うにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の
端数が生じることとなる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関
ごとに行います。また、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の
比率に基づき委託者が計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託
者が計算する受益権口数を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上する
こととします。 

 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 

第 8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数
を乗じた額とします。 
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② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会
規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控
除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除した金額をい
います。 

③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の
資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客
電信売買相場の仲値によって計算します。 

④ 第20条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場
の仲値によるものとします。 

 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第 9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第 10条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、委託者があらかじ
めこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に規定する
「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関
（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といい
ます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消
された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変
更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 

③ 委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな
記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関
等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿へ
の新たな記載または記録を行います。 

 

（受益権の設定にかかる受託者の通知） 

第 11条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた
受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる
信託を設定した旨の通知を行います。 

 

（受益権の申込単位および価額） 

第 12条 委託者および指定販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金
融商品取引業を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機
関をいいます。以下同じ。）は、第 7 条第 1 項の規定により分割される受益権の取得申込者に対し、
最低単位を 1 円単位または 1 口単位として委託者および指定販売会社が定める単位をもって取得の
申込に応じることができます。ただし、委託者および指定販売会社と別に定める積立投資約款に従
い積立投資契約を結んだ取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取得の申込に応じることができ
るものとします。 

② 前項の取得申込者は委託者および指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己の
ために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者(第 36 条の
委託者の指定する口座管理機関を含みます。)および指定販売会社は、当該取得申込の代金（第4項
または第 5 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き
換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。 

③ 第 1 項の規定にかかわらず、積立投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合を除き、委託者
および指定販売会社は、別に定めるファンド休業日を取得申込受付日とする受益権の取得申込の受
付を行ないません。 

④ 第 1 項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、委託者および指定販売会社
が別に定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」とい
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います。）に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に
かかる受益権の価額は、1 口につき 1 円に、委託者および指定販売会社が別に定める手数料および
当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 

⑤  前項の規定にかかわらず、受益者が積立投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益
権の価額は、原則として、第 29 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 

⑥  前各項の規定にかかわらず、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第 16項に規定する金融商品
取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取
引所」ということがあります。以下同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止その他や
むを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規
制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動
性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生し、委託者が追加設定を制限する措
置をとった場合には、委託者および指定販売会社は、取得申込の受付を中止することができるほか、
すでに受け付けた取得申込を取消すことができるものとします。 

 

（受益権の譲渡にかかる記載または記録） 

第 13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に
社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。 

③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または

記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

 

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第 14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者およ
び受託者に対抗することができません。 

 

（投資の対象とする資産の種類） 

第 15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。） 
イ．有価証券 

ロ．約束手形 

ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げ
るもの 

2．次に掲げる特定資産以外の資産 
イ．為替手形 

 

（有価証券および金融商品の指図範囲等） 

第 16条 委託者は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図することができます。 

1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 

2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの 

3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券
と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。） 

4．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

5．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。） 

なお、第３号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し
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条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるもの
とします。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する
ことを指図することができます。 

1．預金 

2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

3．コール・ローン 

4．手形割引市場において売買される手形 

③  第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用するこ
とを指図することができます。 

 

（利害関係人等との取引等） 

第 17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投

資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と受託
者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者
の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人、第21条第1項に定める信託
業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 15 条、第 16
条第 1 項および第 16 条第 2 項に掲げる資産への投資等ならびに第 20 条、第 24 条から第 26 条まで
に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことが
できる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるも
のとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場
合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法
第31条の 4第 3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託
者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第15条、第16条第 1項および第 16条第 2項に掲げ
る資産への投資等ならびに第20条、第24条から第26条までに掲げる取引その他これらに類する行
為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該
取引、当該行為を行うことができます。 

④ 前 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項および同法第 32 条
第 3項の通知は行いません。 

 
（運用の基本方針） 

第 18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行い
ます。 

 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第 19条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。 

 

（外国為替予約取引の指図） 

第 20条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
ができます。 

 
（信託業務の委託等） 

第 21条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託
業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含み
ます。）を委託先として選定します。 
1．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

2．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められ
ること 
3．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う
体制が整備されていること 
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4．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合
していることを確認するものとします。 

③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める
者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 
1．信託財産の保存にかかる業務 

2．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

3．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為
にかかる業務 
4．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

 

（混蔵寄託） 

第 22条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融
商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。
以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取
引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該
金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一
種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。 

 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第 23条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をするこ
ととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、
すみやかに登記または登録をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属す
る旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するもの
とします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理する
ことがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

 

（一部解約の請求および有価証券売却等の指図） 

第 24条 委託者は、信託財産に属する投資信託証券にかかる信託契約の一部解約の請求および信託財産に
属する有価証券の売却等の指図ができます。 

 

（再投資の指図） 

第 25条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証
券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 

 

（資金の借入れ） 

第 26条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支
払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額
を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10％
を超えないこととします。 

③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 
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（損益の帰属） 

第 27条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。 

 
（受託者による資金の立替え） 

第 28条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は
資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入
金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財
産に繰り入れることができます。 

③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれ
を定めます。 

 

（信託の計算期間） 

第 29条 この信託の計算期間は、毎年 12 月 11 日から翌年 12 月 10 日までとします。ただし、第 1 計算期
間は、投資信託契約締結日から 2023 年 12 月 11 日までとします。 

② 前項の規定にかかわらず、前項の規定により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
いいます。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の
計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 4 条に定める信託期間
の終了日とします。 

 

（信託財産に関する報告等） 

第 30条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に

提出します。 
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託
者に提出します。 

③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37条第 3項に定める報告は
行わないこととします。 

④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くこと
のできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれ
のない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないもの
とします。 

 

（信託事務の諸費用および監査報酬） 

第 31条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額（以下「諸経費」
といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

② 投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎計算期間の最初の 6 カ月終了日（6 カ月終了
日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに投資信託
財産の財務諸表の監査に要する費用にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から
支弁します。 

③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益
金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受
益者の負担とし、当該益金から支弁します。 

 

（信託報酬等の額および支弁の方法） 

第 32条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第29条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の
純資産総額に年 10,000 分の 65 の率を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定め
ます。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 カ月終了日（6 カ月終了日が休業日の場合には、翌営
業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 

③ 第 1 項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支
弁します。 
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（収益の分配方式） 

第 33条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

1．配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」とい

います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し
た後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、そ
の一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 

2．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報
酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配にあてるため、受益者に分配せず、分配準備積立金として積み立てることもできます。 

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第 34条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 カ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算
期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分
配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者または指
定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、積立投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、
受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営
業日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞
なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得申込により
増加した受益権は、第 10条第 3項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。 

③ 委託者は、委託者の自らの募集に係る受益権に帰属する収益分配金（受益者が自己に帰属する受

益権の全部もしくは一部について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資に係る受益権の

取得申込みをしないことをあらかじめ申出た場合において、委託者が当該申出を受付けた受益権に

帰属する収益分配金を除きます。）をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益

分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該受益権の取得申込みに応

じることにより増加した受益権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録

されます。 

④ 委託者は、前項の受益者がその有する受益権の全部の口数について第38条第2項により信託の一
部解約が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前項の規定にかかわら
ず、そのつど受益者に支払います。 

⑤ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同
じ。）は、信託終了日後 1 カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の
振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため委託者または指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機
関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同
口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の
減少の記載または記録が行われます。 

⑥  一部解約金（第38条第3項の一部解約の価額に、当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。
以下同じ。）は、第 38条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業
日目から当該受益者に支払います。 

⑦ 前各項（第 2 項および第 3 項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の
支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。ただし、委託者の自らの募集にか
かる受益権に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者において行うもの
とします。 

⑧ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時
の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 
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（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 

第 35条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金につい
ては第 34 条第 5 項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 34 条第 6 項に規定する
支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約
金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

 

（委託者の自らの募集に係る受益権の口座管理機関） 

第 36条 委託者は、委託者の自らの募集に係る受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への
記載または記録等に関する業務を委任することができます。 

 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 37条 受益者が、収益分配金については第 34条第 1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請
求しないときならびに信託終了による償還金については第 34 条第 5 項に規定する支払開始日から
10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者
に帰属します。 

 

（信託契約の一部解約） 

第 38条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、最低単位を 1 口単位として委託者および指定販売会社
が定める単位（積立投資契約にかかる受益権については、1 口の整数倍とします。）をもって、委
託者に一部解約の実行を請求することができます。 

② 委託者は、前項の一部解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。ただ
し、委託者は、別に定めるファンド休業日においては、一部解約の実行の請求の受付を行ないませ
ん。なお、前項の一部解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当
該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に
かかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の
口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

③ 前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 

④ 受益者が第 1 項の一部解約請求をするときは、委託者または指定販売会社に対し、振替受益権を
もって行うものとします。 

⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然
災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少
ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合には、第 1 項による一部解約請求の受付を
中止することができるほか、すでに受け付けた一部解約請求を取消すことができるものとします。 

⑥ 前項により一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合
には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一
部解約請求を受け付けたものとして、第 3項の規定に準じて算出した価額とします。 

 

（質権口記載または記録の受益権の取扱い） 

第 39条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、
民法その他の法令等に従って取り扱われます。 

 

（信託契約の解約） 

第 40条 委託者は、信託期間中において、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合もしくはこの信
託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場
合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、この信託契約を
解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を
監督官庁に届け出ます。 

③ 委託者は、第１項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、
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当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

④ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約にかかる
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成す
るものとみなします。 

⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数
をもって行います。 

⑥ 第 3 項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、第 3項から前項までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。 

 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第 41条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約
を解約し信託を終了させます。 

②  委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第45条の規定に
従います。 

 
（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第 42条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会
社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 45 条の書面決議で否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 

 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第 43条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事
業を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契
約に関する事業を承継させることがあります。 

 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第 44条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、第 45 条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上
記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

（信託約款の変更等） 

第 45条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以
下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更するこ
とができないものとします。 

② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限
り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場
合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその
理由等の事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
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るときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款にかかる
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成す
るものとみなします。 

④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数
をもって行います。 

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 

⑥ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
意思表示をしたときには適用しません。 

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、
当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、
当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 

 
（反対受益者の受益権買取請求の不適用） 

第 46条 この信託は、受益者が第38条の規定による一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の一
部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第 40 条に規定する信託契約の
解約または前条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に
関する法律第 18 条第 1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。 

 

（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 

第 47条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはで
きません。 

1．他の受益者の氏名または名称および住所 

2．他の受益者が有する受益権の内容 

 

（運用報告書に記載すべき事項の提供） 

第 48条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める運用報告書の交付に代え
て、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。この場合において、委託者は、
運用報告書を交付したものとみなします。 

②  前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。 

 

（公告） 

第 49条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 
https://www.kddi-am.com/ 

② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。 

 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第 50条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 
 
（付 則） 

 
第 1 条 この約款において「積立投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者および指

定販売会社が締結する「積立投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むも
のとします。この場合、「積立投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。 

第 2条  第 34 条第 8項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受
益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数に
より加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者
ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、
追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 
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2022 年 12 月 21 日 
 

 
 
 
 
 
 
   

委託者 a u アセットマネジメント株式会社 

 

 

受託者 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 
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Ⅰ別に定めるファンド休業日 
 

約款第 12条および第 38条の「別に定めるファンド休業日」とは、次の日をいいます。 
 

１．ニューヨーク証券取引所、およびニューヨークの銀行の休業日 
 
２．前号のほか、一部解約金の支払い等に支障をきたす恐れがあるとして委託者が定める日 
 

 
 
 

 
Ⅱ 別に定める投資信託証券 

 

約款第 16条および「運用の基本方針」の「別に定める投資信託証券」とは、委託者が選定した上場投資信

託証券および投資信託証券とします。 

 
次の図表に示されている資産クラスを主な投資対象とする上場投資信託証券 

 
※委託者が選定した、上記上場投資信託証券および投資信託証券は、変更、追加または削除される場合が

あります。 
 

資産クラス 投資対象 

株式 世界株式 

債券 世界債券 

 




